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は
じ
め
に

宋
代
法
は
大
き
く
海
行
法
と
特
別
法
に
大
別
で
き
る
。
律
と
と
も
に
宋
朝
全

体
を
対
象
と
す
る
二
〇
弱
の
海
行
法
に
対
し
、
対
象
官
司
な
ど
を
特
定
し
た
そ

れ
以
外
も
の
が
、
特
別
法
で
あ
る
。
こ
の
特
別
法
は
宋
代
法
の
特
徴
的
な
一
側

面
と
し
て
、
早
く
は
梁
啓
超
に
よ
っ
て
も
着
目
さ
れ
て
き
た
が（

、
こ
と
に
滋

賀
秀
三
が
総
括
的
な
説
明
を
与
え
て
以
降
研
究
は
大
き
く
進
展
し（

、
近
年
は

（ 

梁
啓
超
『
中
国
成
文
法
編
制
之
沿
革
』
台
湾
中
華
書
局
、
一
九
三
六
、
第
七
章
「
宋
代

之
成
文
法
」。

（ 

滋
賀
秀
三
『
中
国
法
制
史
論
集
―
―
法
典
と
刑
罰
』
創
文
社
、
二
〇
〇
三
で
は
一
二
四

～
一
三
四
頁
に
お
い
て
特
別
法
が
詳
細
に
論
じ
ら
れ
、
氏
は
こ
れ
を
「
宋
代
に
は
史
書
に

「
一
司
一
路
一
州
一
県
勅
」
と
総
称
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
適
用
範
囲
を
特
定
の
地
域
も
し
く

は
特
定
の
官
庁
の
所
管
だ
け
に
限
ら
れ
た
法
令
と
そ
の
集
成
、
お
よ
び
特
定
の
要
務
に
つ
い

趙
晶
、
戴
建
国
ら
に
よ
っ
て
そ
の
唐
以
来
の
来
歴
、
更
に
海
行
法
・
特
別
法
と

い
う
二
分
法
自
体
へ
の
見
直
し
に
つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
て
い
る（

。
た
だ
後
述

て
の
詳
細
な
規
定
を
別
途
に
編
成
し
た
個
別
法
令
集
」
な
ど
と
説
明
す
る
（
一
〇
九
頁
）。

そ
の
他
、
郭
成
偉
・
沈
国
峰
「
神
宗
変
法
与
北
宋
編
勅
的
発
展
」『
法
律
史
論
叢
』
第
三
輯
、

一
九
八
三
、
梅
原
郁
『
宋
代
司
法
制
度
研
究
』
創
文
社
、
二
〇
〇
六
、八
〇
八
～
八
一
〇
頁
、

呂
志
興
『
宋
代
法
律
体
系
与
中
華
法
系
』
四
川
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
九
、二
三
～
四
一
頁
、

戴
建
国
・
郭
東
旭
『
南
宋
法
制
史
』
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
一
、九
～
一
三
頁
、
王
暁
竜
・

郭
東
旭
『
宋
代
法
律
文
明
研
究
』
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
六
、五
〇
六
～
五
二
四
頁
、
楊
孟

哲
「
唐
宋
変
革
視
閾
下
刑
法
類
典
籍
編
纂
的
歴
史
嬗
変
」『
学
術
探
究
』
二
〇
一
八
―
八
、

一
一
一
頁
、
王
曽
瑜
「
宋
朝
専
法
述
論
」『
人
文
』（
河
南
大
学
高
等
人
文
研
究
院
）

二
〇
一
九
―
一
な
ど
。
筆
者
も
『
宋
代
民
事
法
の
世
界
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
四
の
随
所
で
扱
っ
た
。

（ 

趙
晶
「
試
論
宋
代
法
律
体
系
的
多
元
結
構
」『
史
林
』
二
〇
一
七
―
四
、五
一
～
五
四
頁
、

戴
建
国
「
宋
代
特
別
法
的
形
成
及
其
与
唐
法
典
譜
系
的
関
係
」『
上
海
師
範
大
学
学
報
（
哲
学

社
会
科
学
版
）』
二
〇
二
〇
―
二
。
近
年
で
は
海
行
法
で
は
な
く
普
通
法
と
す
る
こ
と
が
多
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の
よ
う
に
そ
の
数
は
膨
大
で
あ
り（

、
そ
れ
が
故
に
か
特
別
法
研
究
は
海
行
法

に
比
す
れ
ば
か
な
り
遅
れ
て
い
る
こ
と
は
否
め
ず（

、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

も
の
が
あ
る
か
と
い
っ
た
基
礎
的
な
こ
と
に
つ
い
て
す
ら
、
不
明
な
点
が
多
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
北
宋
の
特
別
法
法
典
を
可
能
な
限
り
収
集
し
、
正
式
名

称
、
成
立
年
月
日
、
巻
数
を
表
の
形
で
示
し
、
今
後
期
待
さ
れ
る
特
別
法
研
究

へ
の
一
つ
の
材
料
を
提
供
し
よ
う
と
思
う
。
宋
代
特
別
法
の
収
集
作
業
と
し
て

は
こ
れ
ま
で
も
個
別
的
・
サ
ン
プ
ル
的
に
は
い
く
つ
か
の
試
み
が
あ
っ
た
が（

、

そ
う
し
た
も
の
は
全
体
の
数
分
の
一
～
数
十
分
の
一
に
と
ど
ま
り
、
十
分
な
客

観
的
基
準
を
以
て
な
さ
れ
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

胡
興
東
が
近
年
海
行
・
特
別
を
問
わ
ず
ま
た
重
複
を
厭
わ
ず
、
広
範
な
宋
代
史

い
が
（
こ
れ
に
関
し
て
戴
建
国
『
宋
代
刑
法
史
研
究
』
上
海
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
八
、

四
〇
～
四
一
頁
参
照
）、
本
稿
で
は
暫
定
的
に
海
行
法
と
の
呼
称
を
用
い
る
。

（ 

梁
が
「
前
古
に
未
だ
聞
か
ざ
る
所
」
と
い
い
（
前
掲
書
、
二
七
頁
）、
滋
賀
が
「
か
く

も
多
く
の
編
纂
の
記
録
を
残
す
こ
と
は
他
の
王
朝
に
は
見
ら
れ
な
い
歴
史
上
の
一
つ
の
偉
観

で
あ
る
」（
滋
賀
前
掲
書
、
二
二
頁
）、
戴
が
「
宋
代
特
別
法
の
数
量
に
驚
嘆
せ
ざ
る
を
得
な

い
」（
戴
前
掲
論
文
、
一
二
七
頁
）
と
表
現
す
る
よ
う
に
、
す
で
に
そ
の
膨
大
さ
に
つ
い
て
は

知
ら
れ
て
い
る
。

（ 

滋
賀
は
特
別
法
の
ま
と
め
は
殆
ど
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
（
前
掲
書
、
一
〇
九
頁
）。

（ 

サ
ン
プ
ル
的
な
も
の
と
し
て
呂
前
掲
書
、
二
三
～
四
一
頁
、
趙
前
掲
論
文
、
四
八
～

五
〇
頁
、
王
・
郭
前
掲
書
前
掲
個
所
な
ど
。
王
曽
瑜
前
掲
論
文
、
二
〇
三
頁
以
下
で
は
、
行

政
機
構
類
・
人
事
管
理
類
・
礼
制
類
・
刑
法
類
・
外
交
類
・
軍
事
類
・
文
化
教
育
科
挙
類
・

宗
教
類
・
財
政
経
済
類
・
社
会
関
係
と
事
務
類
、
の
八
項
に
わ
た
っ
て
、
諸
法
が
整
理
さ
れ

て
い
る
。

料
か
ら
勅
、
令
、
格
、
式
等
の
法
律
名
を
大
量
に
収
集
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て

我
々
は
特
別
法
の
全
体
像
分
析
に
つ
い
て
の
大
き
な
手
掛
か
り
を
得
た（

。
か

か
る
大
量
の
デ
ー
タ
の
提
供
に
よ
る
宋
代
法
制
史
へ
の
貢
献
は
多
大
で
あ
る
。

本
稿
は
全
て
に
わ
た
っ
て
指
摘
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
同
書
に
大
き
く
依
存

し
て
い
る
。
た
だ
同
じ
特
別
法
の
収
集
と
い
っ
て
も
、
同
書
と
本
稿
は
次
の
三

点
で
異
な
る
。
一
つ
に
は
、
同
書
が
、「
元
豊
勅
」
や
「
元
豊
令
」
と
い
う
よ

う
に
、
勅
や
令
な
ど
の
法
律
の
種
類
を
単
位
と
し
て
収
集
し
て
い
る
の
に
対
し
、

本
稿
は
「
元
豊
勅
令
格
式
」
な
ど
そ
れ
が
含
ま
れ
る
法
典
そ
の
も
の
を
単
位
に

収
集
す
る
。
次
に
、
同
書
が
指
揮
、
条
例
な
ど
広
い
範
囲
の
法
律
種
類
で
収
集

し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
本
稿
の
主
た
る
対
象
は
勅
令
格
式
の
四
種
の
み
で
あ

る
。
三
つ
め
に
、
同
書
が
宋
代
す
べ
て
を
扱
う
の
に
対
し
て
本
稿
は
北
宋
の
み

を
対
象
と
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
筆
者
の
力
量
と
い
う
問
題
以
外
、
当
面
神
宗
の

法
典
改
革
の
検
討
を
目
標
と
し
て
い
る
こ
と
と
関
係
す
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う

な
基
本
方
針
の
も
と
に
本
稿
で
は
以
下
、
可
能
な
範
囲
で
如
上
の
基
本
情
報
を

収
集
・
整
理
し
て
ゆ
く
が
、
ま
ず
「
一　

法
典
名
収
集
上
の
諸
問
題
」
で
法
典

構
造
や
名
称
に
か
か
わ
る
い
く
つ
か
の
問
題
を
、
あ
く
ま
で
こ
の
作
業
の
基
準

と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
、
然
る
後
に
収
集
し
得
た
北
宋
特
別
法
を
〔
表
２　

北

宋
特
別
法
一
覧
〕（
本
稿
末
尾
）
と
し
て
整
理
し
、
最
後
に
最
低
限
の
所
見
を

付
し
た
い
。
な
お
、
表
に
記
載
さ
れ
て
い
る
法
典
名
が
本
文
に
も
登
場
す
る
場

（ 

胡
興
東
『
宋
朝
立
法
通
考
』
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
一
八
。

2
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合
に
は
出
典
は
表
に
譲
り
、
本
文
で
は
必
要
が
な
い
限
り
は
省
略
す
る
。
ま
た

『
宋
会
要
輯
稿
』
は
『
宋
会
要
』、『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
は
『
長
編
』、『
宋
史
』

二
〇
四
「
藝
文
志
」
は
「
藝
文
志
」、『
慶
元
条
法
事
類
』
は
『
事
類
』、『
文
献

通
考
』
は
『
通
考
』
と
し
、
年
月
日
は
・
で
区
切
り
数
字
・
干
支
で
示
す
。
元

年
、
正
月
は
一
と
す
る
。
表
中
に
お
い
て
は
更
に
後
出
の
凡
例
で
示
す
省
略
法

を
用
い
る
。

一　

法
典
名
収
集
上
の
諸
問
題

⑴　

法
典
構
造
の
重
層
性

海
行
／
特
別
を
問
わ
ず
法
典
構
造
と
い
う
点
か
ら
見
る
と
、
そ
の
最
大
の
変

革
期
は
神
宗
朝
に
あ
る
。
こ
と
に
神
宗
が
修
書
法
と
呼
ば
れ
る
勅
令
格
式
の
新

定
義
を
行
い（

、
元
豊
以
降
の
海
行
法
が
勅
令
格
式
（
元
祐
は
勅
令
式
）
化
し
た

と
い
う
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
も
う
少
し
別
の
面
か

（ 

神
宗
が
初
め
て
、
勅
・
令
・
格
・
式
の
四
種
の
法
律
に
つ
い
て
の
定
義
を
明
ら
か
に
し

た
、「
至
っ
た
と
こ
ろ
に
対
応
す
る
の
が
格
、
効な

ら

わ
せ
る
の
が
式
、
未
然
に
禁
ず
る
の
が
令
、

既
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
治
め
る
の
が
勅
、
こ
れ
が
修
書
（
法
典
編
纂
）
の
要
で
あ
る
」（「
設

於
此
而
逆
彼
之
至
曰
格
、
設
於
此
而
使
彼
効
之
曰
式
、
禁
其
未
然
之
謂
令
、
治
其
已
然
之
謂

勅
。
修
書
者
要
当
知
此
、
有
典
有
則
、
貽
厥
子
孫
。
今
之
格
式
令
勅
即
典
則
也
、
若
其
書
全

具
、
政
府
総
之
、
有
司
守
之
、
斯
無
事
矣
」『
宋
会
要
』
刑
法
一
―
一
二
元
豊
二
・
六
・
二
四
）

と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
言
。
そ
の
他
こ
れ
を
伝
え
た
記
録
は
多
い
が
、
そ
の
中
で
も
『
長

編
』
三
四
四
元
豊
七
・
三
・
乙
巳
に
記
さ
れ
て
い
る
、
刑
名
の
軽
重
に
麗つ

ら
な

る
を
勅
と
し
、
約

束
禁
止
を
令
と
し
、
等
級
に
高
下
あ
る
を
格
と
し
、
体
制
模
楷
者
あ
る
を
式
と
し
た
、
と
の

解
説
は
よ
り
明
解
で
あ
る
。

ら
見
る
な
ら
ば
、
英
宗
時
期
ま
で
は
、
一
つ
の
法
典
は
「
煕
寧
編
勅0

」
な
ど
一

種
類
の
法
か
ら
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
神
宗
期
以
降
は
、「
元
豊
勅
令

0

0

格
式

0

0

」
と
い
っ
た
よ
う
に
複
数
の
種
類
の
法
律
が
合
わ
さ
っ
て
一
つ
の
法
典
を

構
成
す
る 

（
こ
れ
を
本
稿
で
は
「
複
数
種
類
合
併
」
な
ど
と
称
す
る
こ
と
と
す

る
）
こ
と
が
増
え
る（

。
記
録
に
残
る
そ
の
最
初
の
例
は（1

、
筆
者
の
知
る
限
り

神
宗
即
位
後
の
治
平
四
年
一
二
月
に
刪
修
が
命
ぜ
ら
れ
た
「
群
牧
司
勅
令

0

0

」
で

あ
る（（

。
た
だ
こ
れ
は
頒
行
に
は
至
ら
ず
、
実
際
に
頒
行
さ
れ
た
複
数
種
類
合
併

型
は
管
見
の
限
り
、
王
安
石
ら
が
三
司
や
諸
司
の
歳
計
、
南
郊
の
費
用
を
定
式

化
し
よ
う
と
す
る
中
で
三
年
八
月
に
成
っ
た
「
三
司
令
式
」
で
あ
り
、
そ
の
次

（ 

滋
賀
も
、
煕
寧
年
間
に
「
勅
・
令
・
格
・
式
な
ど
の
字
が
さ
ま
ざ
ま
に
組
み
合
わ
さ

れ
」
た
こ
と
を
示
唆
す
る
（
滋
賀
前
掲
書
、
一
一
四
頁
）。

（0 

ひ
と
つ
理
解
が
難
し
い
も
の
と
し
て
、「
藝
文
志
」
に
「
賈
昌
朝
慶
暦
編
勅　

律
学
武
学

勅
式
共
二
巻
」
と
い
う
一
行
が
あ
る
。
た
だ
、
律
学
武
学
が
置
か
れ
た
の
は
煕
寧
で
あ
り
、

英
宗
以
前
に
は
宋
で
は
律
学
は
置
か
れ
て
お
ら
ず
、
武
学
も
ま
た
わ
ず
か
に
慶
暦
三
年
五
月

か
ら
八
月
二
四
日
ま
で
の
間
に
置
か
れ
た
だ
け
と
い
う
（
龔
延
明
『
宋
代
官
制
辞
典
』（
増
補

版
）
中
華
書
局
、
二
〇
〇
一
、三
九
〇
～
三
九
一
頁
）。
ま
た
「
藝
文
志
」
中
の
こ
の
行
の
位

置
も
元
豊
の
前
後
に
位
置
す
る
。
恐
ら
く
は
、「
賈
昌
朝
慶
暦
編
勅
」
の
部
分
が
こ
の
位
置
に

竄
入
し
た
の
で
あ
り
、「
律
学
武
学
勅
式
」
は
元
豊
前
後
の
編
で
は
な
い
か
。
ま
た
他
に
も
一

点
、『
宋
会
要
補
編
』「
上
清
儲
祥
宮
」
に
「
玉
清
昭
応
宮
令
式
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
時
期

不
詳
だ
が
、
真
宋
朝
の
こ
と
と
も
見
え
る
。

（（ 
こ
れ
を
伝
え
る
史
料
に
は
若
干
ブ
レ
が
あ
り
、『
玉
海
』
一
四
九
「
熙
寧
群
牧
編
勅
」
に

は
「
群
牧
司
勅
令
、
一
本
は
条
貫
勅
令
と
云
う
」
と
あ
り
、『
宋
会
要
』
刑
法
一
―
六
治
平

四
・
一
一
・
二
七
は
「
群
牧
司
条
貫
」
と
す
る
。
ま
た
こ
の
結
果
煕
寧
三
年
に
上
ら
れ
た
の
は

「
群
牧
司
編
勅

0

0

」
で
あ
る
（『
長
編
』
二
一
一
煕
寧
三
・
五
・
庚
戌
）。

3
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の
合
併
型
は
七
年
三
月
王
安
石
に
よ
り
編
修
さ
れ
た
「
三
司
勅
式
」
四
〇
〇
巻

で
あ
る
。
続
い
て
王
安
石
挂
冠
後
、
煕
寧
九
～
一
〇
年
に
は
賞
賜
支
賜
、
東
班

諸
司
使
の
職
務
な
ど
に
関
わ
る
様
々
な
法
律
が
合
わ
さ
れ
て
「
諸
司
勅
式
」

二
四
巻
、「
諸
司
勅
令
格
式
」
一
二
巻
あ
る
い
は
「
勅
令
格
式
」
三
〇
巻
と
し

て
ま
と
め
ら
れ
て
ゆ
き
、
こ
こ
か
ら
勅
令
格
式
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た（1

。

だ
が
こ
の
よ
う
に
複
数
種
類
の
合
併
型
法
典
が
出
現
す
る
と
、
史
料
上
の
法

律
名
理
解
に
あ
る
問
題
が
生
ず
る
。
つ
ま
り
あ
る
一
つ
の
種
類
の
法
律
名
が
見

ら
れ
た
場
合
に
、
そ
れ
が
、
法
典
全
体
の
名
称
な
の
か
、
あ
る
い
は
複
数
種
類

が
合
併
し
た
法
典
中
の
勅
や
令
な
ど
一
部
の
法
律
を
指
し
て
い
る
だ
け
な
の
か
、

明
確
で
な
い
ケ
ー
ス
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
『
長
編
』
三
三
九
元
豊

六
・
九
・
戊
申
に
「
将
官
勅0

」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
煕
寧
将
官
勅0

」
や
「
河

北
将
官
勅0

」
な
ど
、
一
つ
の
独
立
し
た
法
典
の
名
称
そ
の
も
の
な
の
か
、「
元

豊
将
官
勅
令
」
の
勅
部
分
な
の
か
、
名
称
だ
け
か
ら
は
判
断
し
が
た
い（1

。
本

（（ 

『
玉
海
』
六
六
「
煕
寧
諸
司
勅
式
」、「
藝
文
志
」、『
宋
会
要
』
刑
法
一
―
一
〇
煕
寧
九
・

九
・
二
五
、
同
一
―
一
一
煕
寧
一
〇
・
二
・
二
七
～
一
〇
・
一
一
・
四
。
煕
寧
一
〇
年
「
諸
司
勅

令
格
式
」
か
ら
勅
令
格
式
が
始
ま
っ
た
こ
と
は
従
来
か
ら
認
識
さ
れ
て
お
り
、
曽
我
部
静
雄

『
中
国
律
令
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
一
、四
〇
頁
、
お
よ
び
滋
賀
前
掲
書
、

一
四
三
頁
は
と
も
に
こ
の
『
宋
会
要
』
刑
法
一
―
一
一
の
記
事
を
挙
げ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
他
日
論
じ
る
。

（（ 

こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、「
将
官
勅
」
の
み
の
記
録
は
元
豊
六
年
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
よ
り
前

の
元
豊
二
年
に
修
定
さ
れ
た
「
元
豊
将
官
勅
令
」
一
二
巻
の
一
部
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
が
、

前
後
が
分
か
ら
な
い
も
の
は
多
々
あ
る
。

稿
で
は
後
者
の
場
合
の
「
某
々
勅
」「
某
々
令
」（
こ
の
場
合
「
将
官
勅
」）
な

ど
に
対
し
、
そ
れ
を
含
む
法
典
全
体
（
こ
の
場
合
「
元
豊
将
官
勅
令
」）
を

「
親
法
典
」
と
し
た
い
が
、
あ
る
単
一
種
の
法
律
の
記
録
が
あ
っ
て
も
、
親
法

典
の
存
在
が
確
認
で
き
な
い
こ
と
は
多
い（1

。
逆
に
親
法
典
の
名
称
の
み
か
ら

は
、
現
実
に
ど
の
よ
う
な
子
の
法
律
が
あ
っ
た
か
も
、
確
定
し
が
た
い（1

。

一
般
的
な
構
造
を
、
親
法
典
が
勅
令
格
式
形
式
だ
っ
た
場
合
に
即
し
て
考
え

る
と
、
特
別
法
の
場
合
は
特
定
用
務
に
特
化
し
た
親
法
典
が
勅
や
令
と
い
っ
た

種
類
ご
と
に
分
か
れ
、
そ
の
下
に
条
文
が
来
る
形
と
な
る
。
中
に
は
法
典
内
部

（（ 

二
、三
例
を
示
す
。「
崇
寧
通
用
貢
挙
勅
」（｢

崇
寧
貢
挙
通
用
勅｣

の
誤
で
あ
ろ
う
）、

｢

崇
寧
貢
挙
通
用
令｣

、｢

崇
寧
貢
挙
通
用
式
」
な
る
法
律
の
記
録
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
す
れ
ば
高
い
確
率
で
「
崇
寧
貢
挙
通
用
勅
令
格
式
」
が
存
在
し
た
が
、
そ
れ
は
史
料
上
、

確
認
で
き
な
い
。
同
様
に
「
元
祐
貢
挙
勅
」
と
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
元
祐
貢
挙
勅
令
」
の
中

の
勅
、「
大
観
重
修
大
礼
格
」
と
あ
れ
ば
そ
れ
は
「
大
観
重
修
大
礼
令
格
」
中
の
格
と
想
像
さ

れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
親
法
典
が
史
料
上
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
た
だ
胡
は
逆

に
、｢

夏
祭
勅
令
格
式
」
な
る
法
典
が
史
料
上
確
認
で
き
た
場
合
、
そ
こ
か
ら
演
繹
的
に
存
在

が
予
測
さ
れ
る
「
夏
祭
格｣

｢

夏
祭
式
」
が
、
史
料
上
は
確
認
で
き
な
く
と
も
、
あ
る
と
予
想

し
、
こ
れ
ら
を
加
え
て
い
る
（
胡
前
掲
書
、
五
一
五
、五
六
〇
）。
こ
れ
に
対
し
て
本
稿
は
史

料
上
確
認
で
き
る
法
典
の
み
を
集
め
る
。

（（ 
「
大
礼
令
」（
元
祐
四
年
記
事
中
）
は
親
法
典
「
度
支
大
礼
賞
賜
勅
令
格
式
」
の
一
部
で

あ
る
可
能
性
は
高
い
が
、
で
は
こ
の
親
法
典
が
度
支
、
大
礼
、
賞
賜
の
三
門
に
分
か
れ
、
各

門
そ
れ
ぞ
れ
に
勅
令
格
式
令
四
種
が
全
て
が
含
ま
れ
、
全
部
で
三
×
四
＝
一
二
の
法
律
が

揃
っ
て
い
る
の
か
は
、
ま
っ
た
く
分
か
ら
な
い
。
胡
は
揃
っ
て
い
る
と
想
定
し
て
い
る
（
胡

前
掲
書
、
一
八
六
、二
四
八
、五
二
一
頁
等
）。

4
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が
更
に
門
に
分
か
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
が（6

必
ず
し
も
門
分
け
さ
れ
て
い
た

と
は
限
ら
な
い
だ
ろ
う
か
ら
基
本
的
に
は
三
層
構
造
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
対
し
て
元
豊
以
降
の
（
元
祐
の
勅
令
式
以
外
の
）
海
行
法
は
、
法
典
全

体
が
勅
令
格
式
の
四
種
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
篇
目
に
分
か
れ
て

い
て
、
条
文
は
そ
の
下
に
来
る
。
つ
ま
り
四
層
構
造
で
あ
る
。
胡
が
勅
、
令
な

ど
篇
目
レ
ベ
ル
を
基
準
と
し
て
い
る
の
に
対
し（7

、
本
稿
は
そ
の
親
法
典
レ
ベ

ル
の
、
頒
布
さ
れ
た
際
の
法
典
名
で
収
集
す
る
方
針
で
あ
る
。

た
だ
特
別
法
に
は
、
内
部
が
門
分
け
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
ほ
か
、
複
数

の
法
典
が
合
わ
さ
っ
て
某
か
の
大
き
な
編
纂
物
を
構
成
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
例
と
し
て
、「
景
霊
宮
供
奉
勅
令
格
式
」
は
「
儀
礼
勅
令
格
式
」

そ
の
他
各
種
の
式
な
ど
と
と
も
に
、「
祭
祀
」
一
九
一
巻
の
一
部
と
な
り
、
ま

た
こ
の
「
祭
祀
」
は
龍
図
直
学
士
宋
敏
求
ら
が
ま
と
め
た
大
規
模
な
儀
礼
書
群

の
中
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
（『
宋
史
』
九
八
礼
志
「
吉
礼
」）。
ま
た
前
出
の

諸
司
関
係
の
煕
寧
一
〇
年
「
諸
司
勅
令
格
式
」
も
多
様
な
子
法
典
を
合
わ
せ
た

親
法
典
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
多
少
解
説
が
必
要
な
も
の
と
し
て
、「
一
～
一
～
」

型
の
特
別
法
が
あ
る
。
複
数
の
官
務
・
地
方
向
け
特
別
法
を
「
一
司
一
務
一
路

一
州
一
勅
」
な
ど
と
議
論
の
中
で
総
称
す
る
こ
と
は
ま
ま
あ
る
が
、
単
な
る
総

（（ 

前
注
「
度
支
大
礼
賞
賜
勅
令
格
式
」
以
外
に
、
紹
聖
三
年
「
常
平
免
役
勅
令
」
の
中
に

は
常
平
、
免
役
、
農
田
水
利
、
保
甲
等
の
門
が
立
て
ら
れ
た
と
い
う
（『
宋
会
要
』
刑
法
一

―
一
七
紹
聖
三
・
六
・
八
）。

（（ 

そ
れ
ぞ
れ
、
胡
前
掲
書
、
四
五
五
頁
、
五
六
〇
頁
。

称
で
は
な
く
、「
一
司
一
務
編
勅
」（
并
目
録
）
四
四
巻
な
ど
ま
と
め
て
法
典
名

を
付
さ
れ
て
頒
降
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
後
者
の
場
合
は
ど
の
層
が
命
名
頒

降
の
対
象
で
あ
っ
た
か
は
一
概
に
は
言
え
な
い
。

ま
た
こ
の
階
層
構
造
に
関
連
し
、
多
少
複
雑
な
も
の
と
し
て
皇
祐
の
編
勅
が

あ
る
。
皇
祐
の
法
律
に
は
南
宋
に
至
る
ま
で
か
な
り
重
要
だ
っ
た
も
の
も
あ
る

よ
う
で
、
客
戸
の
逃
移
の
関
係
で
は
開
禧
に
至
っ
て
も
皇
祐
法
が
使
わ
れ
て
い

る
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が（8

、「
皇
祐
編
勅
」
な
る
あ
た
か
も
海
行
法
の

如
き
名
称
の
法
も
、
南
宋
に
至
る
ま
で
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
諸
史
料
を
突
き

合
わ
せ
て
み
る
と
、
そ
れ
以
前
か
ら
「
一
州
一
県
勅
」
が
編
纂
さ
れ
て
お
り
、

他
方
複
数
の
官
司
向
け
特
別
法
が
ま
と
め
ら
れ
た
「
皇
祐
一
司
編
勅
」
が
四
年

九
月
八
日
に
頒
降
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
合
わ
さ
っ
て
「
一
司
一
路
一
県

勅
」
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。「
皇
祐
編
勅
」
と
は
こ
れ
ら
の
総
称
と
思
わ
れ

る（9

。
九
〇
三
巻
に
の
ぼ
る
「
政
和
勅
令
（
格
）
式
」11

も
具
体
的
に
は
不
明
で

（（ 

周
藤
吉
之
『
唐
宋
社
会
経
済
史
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
五
、二
〇
二
頁
な

ど
。
南
宋
晩
期
に
「
皇
祐
勅
」
と
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
皇
祐
間
の
単
行
勅
が
百
数
十
年
間
使

わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
皇
祐
の
一
州
一
県
勅
な
ど
の
編
纂
法
で
あ
ろ
う
。

（（ 

後
出
の
〔
表
２
〕
に
示
し
た
各
注
の
出
典
の
他
、『
長
編
』
二
八
六
煕
寧
一
〇
・
一
二
・

壬
午
所
引
「
中
書
時
政
記
」
な
ど
。

（0 
王
韶
「
政
和
勅
（
令
）
格
式
」
は
『
宋
会
要
』
刑
法
一
―
二
九
政
和
六
・
閏
一
・
二
九

及
び
「
藝
文
志
」
に
見
ら
れ
る
。
戴
も
こ
れ
を
全
国
の
範
囲
で
統
一
的
に
通
行
さ
れ
た
編
勅

で
は
あ
る
ま
い
と
す
る
（
戴
建
国
『
宋
代
法
制
研
究
叢
稿
』
中
西
書
局
、
二
〇
一
九
、一
二

頁
）。
そ
の
他
、「
治
平
編
勅
」（『
宋
会
要
』
礼
五
八
―
四
煕
寧
三
・
八
・
九
）
も
詳
細
不
明
。

5
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あ
る
が
、
同
様
の
多
層
構
造
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

⑵　

海
行
法
と
の
関
係

と
こ
ろ
で
北
宋
前
期
の
海
行
令
篇
目
は
、
唐
令
以
来
の
構
造
を
受
け
継
ぐ
か

ら
ほ
ぼ
確
定
で
き
る
。
し
か
し
勅
は
初
め
か
ら
副
次
法
典
と
し
て
出
発
し
た
こ

と
も
あ
り
、
当
初
は
南
宋
の
よ
う
に
律
一
二
篇
目
に
整
理
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま

た
刑
罰
規
定
の
み
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
史
料
上
に
登
場
す
る
勅
が
単
行
の
詔

勅
か
、
編
纂
法
典
で
あ
っ
て
も
海
行
編
勅
の
も
の
か
特
別
法
な
の
か
、
そ
の
弁

別
は
時
と
し
て
複
雑
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
海
行
勅
が
明
確
に
唐
律
一
二
篇

に
分
け
ら
れ
た
時
期
の
問
題
、
ま
た
実
は
特
別
法
で
あ
っ
て
も
一
見
す
る
と
海

行
法
典
が
如
き
名
称
で
あ
る
一
、二
の
事
例
に
つ
い
て
、
触
れ
て
お
き
た
い
。

前
者
の
問
題
に
関
し
、「
天
聖
編
勅
」
編
纂
時
に
勅
と
な
す
べ
き
二
八
六
条

を
律
の
一
二
門
に
分
け
た
と
い
い
、
ま
た
元
豊
に
も
勅
は
一
二
門
で
あ
っ
た
と

い
う1（

。
そ
し
て
確
か
に
、
皇
祐
に
は
勅
の
条
文
を
指
し
て
「
職
制
条
」「
断
獄

胡
は
委
細
不
明
の
も
の
と
し
て
こ
れ
ら
三
者
に
加
え
「
崇
寧
勅
」
を
挙
げ
、
崇
寧
に
編
纂
さ

れ
た
で
あ
ろ
う
勅
令
格
式
の
存
在
を
想
定
す
る
が
（
前
掲
書
、
一
五
八
頁
）、
こ
の
「
煕
寧

勅
」
は
親
法
典
で
は
な
い
何
ら
か
の
勅
、
あ
る
い
は
某
か
の
単
行
勅
を
指
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。

（（ 

『
天
聖
編
勅
』
編
纂
の
際
の
こ
と
と
し
て
「
定
可
為
勅
者
二
百
八
十
有
六
条
、
準
律
分

十
二
門
、
総
十
一
巻
」、
一
方
で
元
豊
二
年
神
宗
修
書
法
と
の
関
連
で
「
於
是
凡
入
笞
杖
徒

流
死
、
自
名
例
以
下
至
断
獄
、
十
有
二
門
」。
い
ず
れ
も
『
宋
史
』
一
九
九
刑
法
志
「
刑
法

一
」。

条
」
と
い
う
事
例
が
見
ら
れ
る
の
だ
が11

、

条
文
単
位
の
呼
称
で
は
な
し
に
「
職
制

勅
」「
名
例
勅
」
の
よ
う
に
勅
そ
の
も
の

が
律
一
二
篇
目
を
冠
し
て
現
れ
る
の
は

実
は
よ
り
後
で
、
元
豊
で
さ
え
未
だ
見

え
な
い
。
試
み
と
し
て
、
一
二
篇
目
の

い
ず
れ
か
を
冠
し
た
北
宋
の
勅
を
『
宋

会
要
』
中
に
探
す
と
、
把
握
で
き
た
限

り
に
お
い
て
は
以
下
の
〔
表
１　

律
篇

目
を
冠
し
た
勅
（
北
宋
）〕
の
通
り
で
あ

り
（
出
典
表
記
法
は
、
後
出
本
稿
〔
表

２
〕
の
凡
例
に
説
明
し
た
方
法
に
従
う
）、
そ
こ
に
見
え
る
こ
の
よ
う
な
勅
は

北
宋
最
後
の
二
海
行
法
、「
元
符
勅
令
格
式
」
と
「
政
和
重
修
勅
令
格
式
」
の

も
の
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
一
～
二
例
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
偶
然
と
い
う
こ
と

も
あ
り
得
よ
う
が
、
徴
し
得
た
八
例
す
べ
て
と
な
る
と
、
や
は
り
現
実
に
海
行

勅
が
南
宋
の
よ
う
に
一
二
篇
目
を
冠
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
天
聖
や
元
豊

で
は
な
く
元
符
以
降
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
と
す
れ
ば
、
一
二
篇
に
分
門
整

理
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
煕
寧
、
元
豊
以
前
の
海
行
法
編
勅
は
ど
の
よ
う
な
構
造

で
あ
っ
た
の
か
、
こ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（（ 

『
宋
会
要
』
刑
法
六
―
五
五
皇
祐
二
・
三
・
二
六
に
「
準
勅
職
制
条
『
每
州
旬
具
本
州
及

外
県
禁
繫
…
』、
又
断
獄
条
『
諸
県
每
旬
具
禁
数
、
犯
囚
断
遣
刑
名
…
』」
と
あ
り
。

〔表１　律篇目を冠した勅（北宋）〕

｢政和名例勅｣ 刑1-28, 4.7.5。
｢元符職制勅｣ 方10-26, 靖国1.3.27。
｢政和職制勅｣ 職42-37, 3.10.4。
｢元符戸婚勅｣ 刑1-18, 靖国1.1.10。
｢政和戸婚勅｣ 職58-21, 宣和3.7.24。
｢廐庫勅｣ 食30-31, 元符2.3.27。
｢政和詐偽勅｣ 職13-26, 宣和2.12.12。
｢元符雑勅｣ 輿4-7, 政和1.12.7。
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で
は
当
時
、
こ
の
よ
う
な
海
行
と
特
別
法
、
つ
ま
り
両
宋
の
二
〇
弱
の
総
合

的
な
一
連
の
法
典
と
、
そ
れ
以
外
の
対
象
特
定
的
な
法
律
を
区
別
す
る
意
識
が

あ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
あ
る
程
度
存
在
し
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
海
行
法
典
を
示
す
概
念
と
し
て
、
確
か
に
あ
る
種
の
法
典
を
「
海
行
」
と

称
す
る
こ
と
は
元
祐
以
降
少
な
く
な
い
。
だ
が
「
海
行
」
と
は
天
下
に
遍
く
行

わ
れ
る
の
義
で
あ
る
か
ら
、「
禄
令
」
な
ど
現
在
で
は
特
別
法
と
分
類
さ
れ
て

い
る
が
、
海
内
を
広
く
対
象
と
す
る
た
め
当
時
「
海
行
」
と
称
さ
れ
て
い
た
も

の
も
あ
る11

。
と
は
言
え
、「
海
行
」
の
法
と
い
え
ば
、
大
半
は
今
日
言
う
所
の

海
行
法
に
近
い11

。
こ
れ
に
対
し
、「
一
司
一
路
」
な
ど
「
一
～
」
と
い
う
言
い

方
で
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
は
今
日
言
う
特
別
法
に
近
い
。「
建
隆
編
勅
」
編

纂
に
際
し
て
は
「
一
司
一
務
一
州
一
県
の
類
は
在
ら
ず
」（『
宋
会
要
』
刑
法
一

―
一
建
隆
四
・
二
・
五
）、「
咸
平
編
勅
」
編
纂
の
際
に
は
「
一
州
一
県
一
司
一
務

は
各
の
本
司
に
還
し
在
ら
ず
」（『
長
編
』
四
三
咸
平
一
・
一
二
）、「
慶
暦
編
勅
」

（（ 

『
宋
会
要
』
刑
法
一
―
三
七
紹
興
六
・
九
・
二
一
。
た
だ
「
禄
令
」
は
、
趙
前
掲
論
文
、

五
六
頁
に
唐
令
の
海
行
法
篇
名
が
宋
で
特
定
事
務
法
と
な
る
ケ
ー
ス
の
具
体
例
と
し
て
あ
げ

ら
れ
て
い
る
通
り
、
他
の
多
く
の
特
別
法
と
は
背
景
が
異
な
る
。

（（ 

趙
升
『
朝
野
類
要
』
四
「
法
令
」
に
は
、「
一
司
」
と
題
し
て
「
在
京
内
外
百
司
及
在
外

諸
帥
撫
監
司
財
賦
兵
馬
去
処
、
皆
有
一
司
条
法
」
と
あ
り
、
ま
た
こ
れ
に
対
し
て
「
海
行
」

は
「
勅
令
格
式
、
謂
之
海
行
。
蓋
天
下
可
行
之
義
也
」
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
こ
に
見
え
る

〈
一
司
―
海
行
〉
の
意
識
は
今
日
の
〈
特
別
―
海
行
〉
に
近
い
。
な
お
付
言
す
れ
ば
、
葉
適

『
水
心
先
生
集
』
三
「
新
書
」
で
も
概
ね
煕
寧
以
降
の
海
行
法
を
「
勅
令
格
式
」
と
称
し
て

お
り
、
同
じ
よ
う
に
趙
升
も
こ
こ
で
「
海
行
」
と
「
勅
令
格
式
」
を
神
宗
以
降
の
海
行
勅
令

格
式
と
の
意
味
で
用
い
、
等
置
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

で
は
「
一
司
…
又
た
編
勅
の
外
に
在
る
な
り
」（『
宋
史
』
一
九
九
「
刑
法
」）

な
ど
と
、
海
行
法
編
纂
の
中
か
ら
は
除
か
れ
、
別
立
て
に
さ
れ
た
。
更
に
『
長

編
』
で
は
神
宗
が
修
書
法
に
よ
っ
て
所
謂
勅
令
格
式
の
新
定
義
を
行
っ
た
際
の

記
事
に
、「
天
下
土
俗
同
じ
か
ら
ず
、
事
に
各
の
異
有
り
、
故
に
勅
令
格
式
の
外
、

一
路
一
州
一
県
一
司
一
務
勅
式
有
り
、
又
た
別
に
省
曹
寺
監
庫
務
等
勅
凡
若
干

条
を
立
つ
」11

と
、
対
象
特
定
的
な
法
律
は
海
行
法
と
は
別
立
て
と
な
っ
た
こ
と

が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
特
定
的
な
法
律
を
集
成
し
、「
一
～
一

～
」
型
の
名
称
の
法
典
が
編
纂
・
頒
降
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い16

。
そ
の

他
、「
元
祐
詳
定
編
勅
令
式
」
編
纂
に
際
し
て
は
「
又
た
専
ら
一
事
が
為
に
特

立
せ
し
新
書
、
景
徳
農
田
、
慶
暦
貢
挙
の
若
き
有
り
、
皆
な
別
に
条
勅
と
為
し
、

付
し
て
逐
司
に
在
り
」（『
長
編
』
四
〇
七
元
祐
二
・
一
二
・
壬
寅
）
と
あ
り
、

こ
れ
も
我
々
が
用
務
・
官
司
特
定
的
で
あ
る
と
理
解
す
る
特
別
法
と
あ
ま
り
変

わ
ら
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
今
ひ
と
つ
「
専
法
」
と
い
う
語
も
あ
る
が
、
こ
れ

は
特
別
法
よ
り
も
若
干
特
定
的
な
こ
と
が
多
い17

。

だ
が
こ
れ
が
条
文
レ
ベ
ル
と
な
る
と
、
海
行
・
特
別
法
両
者
の
境
目
は
決
し

（（ 

「
天
下
土
俗
不
同
、
事
各
有
異
、
故
勅
令
格
式
外
、
有
一
路
一
州
一
県
一
司
一
務
勅
式
、

又
別
立
省
曹
寺
監
庫
務
等
勅
、
凡
若
干
条
」（『
長
編
』
三
四
四
元
豊
七
・
三
・
乙
巳
）。

（（ 

出
典
は
省
略
す
る
が
、
諸
史
料
を
総
合
す
る
に
、
煕
寧
四
、六
、九
年
に
「
諸
路
一
州
一

県
勅｣
、｢

一
州
、
一
県
、
一
司
、
一
務
勅｣

、｢

一
司
一
務
一
路
一
州
一
県
勅
」
な
ど
と
い
っ

た
特
別
法
が
成
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（（ 

一
例
と
し
て
『
宋
史
』
一
六
三
職
官
「
刑
部｣

に｢

其
一
司
一
路
海
行
所
不
該
者
、
折

而
為
専
法
」
と
あ
る
。
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て
ク
リ
ア
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
法
律
条
文
と
は
基
本
的
に
は
具
体
的
な
一
事

に
つ
い
て
の
規
定
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
特
別
法
で
あ
っ
て
も
海
行
法
条
文

で
あ
っ
て
も
変
わ
ら
な
い18

。
極
端
な
場
合
に
は
、
両
者
の
条
文
が
同
じ
で
あ

る
こ
と
す
ら
あ
る
。「
諸
監
司
郡
守
在
任
、
不
得
陳
乞
通
理
満
罷
者
。
若
不
因

罪
犯
罷
者
、
許
通
計
前
任
考
任
」
な
る
条
文
は
、
特
別
法
の
尚
書
考
功
令
と
海

行
法
の
考
課
令
の
双
方
に
見
ら
れ
る19

。
神
宗
以
降
は
同
一
行
政
課
題
を
扱
う

類
似
内
容
の
複
数
の
法
律
が
同
時
に
制
定
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
既
存
の
諸
法
典
に

合
入
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
新
立
法
形
式
が
始
ま
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
も
海
行

法
・
特
別
法
の
扱
い
に
殆
ど
差
は
見
ら
れ
な
い11

。

二　

収
集
の
対
象
と
範
囲

⑴　

勅
令
格
式
以
外
の
法
律

宋
代
法
典
に
は
他
に
も
、
様
々
な
形
式
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
法
律
編
纂
物

に
は
「
～
法
」「
～
条
貫
」
と
い
っ
た
も
の
、
特
に
格
を
含
む
も
の
と
し
て
「
～

（（ 

趙
は
法
律
条
文
の
内
容
比
較
か
ら
海
行
・
特
別
法
の
両
者
は
互
い
に
影
響
・
配
慮
し
合

う
場
合
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
趙
前
掲
論
文
、
五
一
～
五
四
頁
）。

（（ 

そ
れ
ぞ
れ
『
永
楽
大
典
』
一
四
六
二
六
「
吏
部
条
法
」
所
引
「
尚
書
考
功
令
」、『
事

類
』
五
職
制
門
「
考
任
」
考
課
令
。
尚
書
考
功
令
で
は
者
字
が
一
字
少
な
い
。

（0 

こ
の
よ
う
な
一
例
を
示
す
も
の
と
し
て
、『
宋
会
要
』
食
貨
五
一
―
四
〇
政
和
三
・

一
〇
・
一
七
の
駆
磨
点
検
関
連
法
が
あ
る
（
青
木
敦
「
慶
元
文
書
令
訳
註
稿
」『
青
山
学
院
大

学
文
学
部
紀
要
』
六
二
、二
〇
二
一
、六
三
～
六
六
頁
）。

格
法
」「
～
格
令
」「
～
格
目
」「
～
格
勅
」
と
い
っ
た
も
の
が
あ
り1（

、
分
類
は

容
易
で
は
な
い
が11

、
本
稿
の
対
象
は
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
と
り
あ
え
ず
、

勅
令
格
式
の
四
種
で
あ
る
。
こ
れ
は
四
者
に
新
た
な
定
義
を
与
え
た
神
宗
の
法

思
想
の
中
心
で
あ
る
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
実
際
宋
代
法
典
の
中
で
は
、
律
お

よ
び
こ
れ
ら
四
種
の
ど
れ
か
ひ
と
つ
あ
る
い
は
複
数
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
な
る

も
の
が
多
数
を
占
め
る
か
ら
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
勅
令
格
式
四
種

（（ 

治
平
三
・
五
・
庚
午
頒
行
の
「
銓
曹
格
勅
」
一
四
巻
（『
長
編
』
二
〇
八
同
日
、『
宋
会

要
』
選
挙
二
四
―
一
二
同
月
、｢

藝
文
志｣

。『
玉
海
』
六
六
「
治
平
銓
曹
格
式
」
で
「
格
式
」

と
す
る
の
は
誤
り
か
）
は
、
複
数
種
類
合
併
型
で
は
な
く
、
律
令
格
式
に
あ
ら
ざ
る
宋
初
の

新
法
典
と
し
て
の
「
格
勅
」
と
見
て
、
こ
れ
は
採
ら
な
い
。
も
う
一
つ
、「
～
格
令
」
も
一
般

的
理
解
が
難
し
く
、
複
数
種
類
合
併
型
の
法
典
名
で
は
な
く
単
に
個
別
に
格
と
令
を
示
す
だ

け
の
こ
と
も
あ
る
。
南
宋
の
事
例
で
は
あ
る
が
『
宋
会
要
』
食
貨
六
四
―
一
〇
八
嘉
泰
三
・

二
・
二
一
に
見
ら
れ
る
「
慶
元
重
修
格
令
」
の
格
、
令
は
、
示
さ
れ
て
い
る
条
文
が
『
事

類
』
三
〇
財
用
門
一
「
経
総
制
」
に
そ
れ
ぞ
れ
賞
格
、
場
務
令
と
し
て
見
ら
れ
る
の
で
、
こ

れ
は
法
典
名
称
で
は
な
く
単
に
「
慶
元
重
修
勅
令
格
式
の
格
と
令
」
を
意
味
す
る
。
一
方

「
藝
文
志
」
に
は
「
李
定
、
元
豊
新
修
国
子
監
大
学
小
学
元
新
格
十
巻
、
又
令
十
三
巻
」
と

あ
り
、
内
容
的
に
は
格
と
令
の
よ
う
だ
が
、
正
確
な
法
典
名
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
こ
こ
で

は
暫
定
的
に
、「
元
豊
新
修
国
子
監
大
学
小
学
元
新
格
令
」
と
の
名
称
を
想
定
し
た
。
た
だ
そ

も
そ
も
、『
宋
会
要
』
刑
法
の
項
目
名
と
し
て
あ
る
よ
う
に
、「
格
令
」
と
は
法
律
法
典
な
ど

を
表
す
甚
だ
一
般
的
な
語
で
も
あ
り
、
こ
う
し
た
様
々
な
面
を
考
慮
し
つ
つ
、
元
豊
頃
の

「
祠
祭
格
令
」（『
宋
会
要
』
礼
一
―
一
四
大
観
一
・
二
・
六
）
は
対
象
外
と
し
た
。
他
に
も
若
干

判
断
に
迷
う
も
の
が
あ
る
が
最
終
的
に
は
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で
判
断
し
た
。

（（ 
こ
の
四
種
以
外
の
形
式
は
と
い
え
ば
、
胡
は
「
そ
の
他
の
類
型
の
法
律
篇
名
」
と
し
て
、

申
明
、
断
例
、
指
揮
、
看
詳
、
条
貫
、
法
、
条
制
、
条
例
、
事
類
な
ど
を
示
し
て
い
る
。
胡

前
掲
書
、
六
二
一
～
七
五
三
頁
。
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を
分
析
し
よ
う
と
す
る
際
に
問
題
と
な
る
二
、三
の
事
項
に
つ
い
て
の
み
触
れ

て
お
き
た
い
。

ま
ず
「
～
法
」
な
る
法
律
名
称
に
つ
い
て
。
こ
れ
は
も
と
も
と
、
文
脈
に

よ
っ
て
指
示
代
名
詞
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
し
、「
～
関
連
法
」
を

意
味
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、「
～
法
」
が
法
典
の
正
式
名
称
と
い
う
場
合
も
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
本
稿
で
は
こ
れ
を
採
録
対
象
と
は
し
な
い
が
、
ま
れ
に
そ
う

し
た
も
の
の
内
容
に
勅
令
格
式
が
含
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
紹
興
二
一
年
に
頒

降
さ
れ
た
「
紹
興
編
類
江
湖
淮
浙
京
西
路
塩
法
」
は
塩
法
勅
、
令
、
格
、
式
各

お
の
一
巻
、
お
よ
び
続
行
指
揮
一
三
〇
巻
等
の
二
つ
の
部
分
か
ら
な
る
と
い
う

（『
宋
会
要
』
刑
法
一
―
四
二
紹
興
二
一
・
七
・
二
八
）。
も
っ
と
も
こ
れ
は
続
行

指
揮
が
溢
れ
か
え
っ
て
問
題
と
な
っ
て
い
た
紹
興
後
半
の
事
例
だ
が
、
同
法
典

も
続
降
指
揮
部
分
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。

次
に
、
法
典
名
が
「
勅
例
」
で
あ
る
が
形
式
的
に
は
勅
令
格
式
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
「
軍
馬
司
勅
例

0

0

」
の
例
を
見
て
お
き
た
い
が
、
こ
の
軍
馬
司
関
係
法

は
若
干
込
み
入
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
煕
寧
八
年
か
ら
司
勳
員
外
郎
崔
台
符
、
つ

い
で
枢
密
使
呉
充
が
提
挙
し
煕
寧
一
〇
年
一
月
壬
申
に
「
詳
定
刪
修
軍
馬
司
編0

勅0

」
五
巻
が
成
っ
た
（『
宋
会
要
』
刑
法
一
―
二
三
大
観
二
・
九
・
一
八
）。
し
か

し
「
軍
馬
司
勅
例

0

0

」
が
久
し
く
刪
修
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
元
符
元
年
に

「
紹
聖
（
詳
定
刪
修
）
軍
馬
勅
例
」
が
成
書
し
た
（『
長
編
』
二
八
〇
、「
藝
文

志
」。
法
典
名
に
冠
さ
れ
る
年
号
が
成
書
頒
布
年
号
と
ズ
レ
る
こ
と
に
つ
い
て

は
後
述
）。
だ
が
大
観
二
年
に
は
徽
宗
が
今
度
は
「『
軍
馬
司
勅
例
』

0

0

に
は
勅
令

格
式
の
名
は
あ
っ
て
も
名
実
は
混
淆
し
、
勅
の
中
に
令
が
あ
り
、
令
の
中
に
格

が
あ
る
。〔
勅
令
格
式
概
念
を
整
理
し
た
〕
神
宗
の
『
此
に
設
け
て
彼
を
逆む
か

え
、

已
然
・
未
然
を
禁
ず
る
』
の
訓
に
そ
む
い
て
い
る
」、
と
し
て
重
加
刊
正
を
求

め
て
い
る
（『
宋
会
要
』
刑
法
一
―
二
三
大
観
二
・
九
・
一
八
）。
い
ろ
い
ろ
と
不

明
点
が
多
い
が
、
内
容
は
勅
令
格
式
の
よ
う
で
あ
り
、
こ
れ
は
本
稿
の
採
録
対

象
と
し
た
。

⑵　

若
干
の
令
、
格
に
つ
い
て

そ
の
他
本
稿
〔
表
２
〕
で
は
、
附
令
勅
、
格
勅
と
も
に
対
象
外
と
す
る
。「
四

時
聴
選
式
」
や
「
報
水
旱
期
式
」
は
法
典
と
し
て
の
式
に
含
め
る
べ
き
か
即
断

し
難
く
、
参
考
扱
い
と
す
る
。
古
来
の
「
月
令
」
は
除
外
。
南
宋
令
と
し
て
あ

る
「
時
令
」
は
、
本
来
は
対
象
と
な
る
が
、
現
実
に
は
本
稿
の
検
討
範
囲
に
は

見
当
た
ら
な
い11

。
一
方
、
唐
令
篇
目
に
あ
る
「
禄
令
」
は
、
宋
代
に
は
嘉
祐

に
「
駅
令
」
と
と
も
に
編
纂
さ
れ
た
重
要
な
特
別
法
で
あ
り11

、「
知
大
藩
府
禄

令
」、「
熙
寧
新
定
皇
親
禄
令
」
な
ど
対
象
を
限
っ
た
も
の
と
と
も
に
、
対
象
に

含
め
る
。
な
お
「
禄
令
格
」
も
長
く
見
ら
れ
、
嘉
祐
の
制
定
以
降
、
政
和
、
紹

興
に
重
修
さ
れ
続
け
、「
紹
興
重
修
禄
令
」
は
少
な
く
と
も
乾
道
ま
で
（『
宋
会

要
』
職
官
五
七
―
八
七
乾
道
六
・
閏
五
・
六
）
見
ら
れ
る
か
ら
、
嘉
祐
よ
り

一
〇
〇
年
以
上
も
利
用
さ
れ
て
い
た
。
同
じ
く
唐
令
篇
目
に
あ
り
、
宋
代
に
幾

（（ 
｢

月
令｣
、｢

時
令
」
の
法
典
性
に
つ
い
て
は
趙
晶
『
天
聖
令
与
唐
宋
法
制
考
論
』
上
海
古

籍
出
版
社
、
二
〇
一
四
、三
四
頁
参
照
。

（（ 
｢

禄
令
」
と
「
駅
令
」
に
つ
い
て
は
戴
前
掲
論
文
、
一
三
二
～
一
三
三
頁
に
詳
し
い
。
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度
と
な
く
編
纂
が
繰
り
返
さ
れ
た
「
学
令
」
も
同
様
で
、
元
豊
以
降
は
対
象
と

す
る
。「
儀
制
令
」
も
唐
以
来
の
令
で
あ
る
が
、
北
宋
で
は
更
に
海
行
法
と
の

関
連
か
ら
特
別
に
取
り
扱
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
問
題
を
含
ん
で
お
り
、
本
稿
で
は
暫

時
扱
わ
な
い
。

ま
た
「
賞
格
」
は
宋
代
の
格
の
代
表
だ
が
、
同
時
に
古
来
普
遍
的
に
見
ら
れ

る
一
般
語
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
海
行
法
「
賞
格
」
は
対
象
外
と
す
る
が
、

景
徳
の
「
用
兵
誅
賞
格
」
以
降
、「
功
将
士
賞
格
」
な
ど
名
称
が
内
容
特
定
的

で
あ
る
も
の
は
少
な
く
な
く
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
掲
載
す
る
。

⑶　

法
典
名
と
巻
数

以
下
、
法
典
正
式
名
や
巻
数
な
ど
の
情
報
を
整
理
し
て
ゆ
く
上
で
の
多
少
技

術
的
な
側
面
を
考
え
て
お
き
た
い
。
ま
ず
法
典
の
編
纂
と
し
て
は
、
初
め
に
皇

帝
の
命
令
を
受
け
臣
下
が
新
規
の
編
纂
・
既
存
法
典
の
改
訂
と
い
っ
た
作
業
を

行
い
、
そ
の
新
た
な
編
纂
物
を
上
呈
し
、
皇
帝
が
認
め
れ
ば
こ
れ
に
正
式
名
称

が
下
賜
さ
れ
、
印
刷
・
頒
降
す
る
、
と
い
う
手
順
が
一
般
的
で
あ
る
。
臣
下
か

ら
の
名
称
の
提
案
に
対
し
皇
帝
は
年
号
や｢

重
修｣

｢

詳
定｣

と
い
っ
た
語
を

加
え
て
命
名
す
る
こ
と
も
あ
る
し
、
臣
下
が
初
め
か
ら
そ
う
い
っ
た
語
を
含
め

て
提
案
す
る
こ
と
も
あ
る
。
だ
が
そ
の
正
式
名
称
を
知
ろ
う
と
し
て
も
、
同
一

法
典
の
名
称
が
史
料
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
ら
は
結
局
個
別
の

検
討
に
委
ね
る
し
か
な
い
。
だ
が
一
般
的
に
は
こ
の
よ
う
な
編
纂
時
の
経
緯
を

記
述
し
た
史
料
が
あ
り
皇
帝
が
「
～
を
以
て
名
づ
く
」
な
ど
と
明
記
さ
れ
て
い

れ
ば
、
ほ
ぼ
そ
れ
が
正
式
名
称
で
あ
ろ
う
。
ま
た
書
目
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
も

の
も
正
式
名
称
に
近
く
、
ま
た
こ
れ
ら
の
記
述
に
は
巻
数
が
付
さ
れ
て
い
る
も

の
も
多
い
。
一
方
臣
僚
の
議
論
の
中
な
ど
で
は
正
式
名
称
を
短
縮
す
る
、
神
宗

以
前
の
編
勅
の
時
代
を
重
視
し
て
勅
令
格
式
等
を
「
～
編
勅
」
と
言
い
換
え
る
、

年
号
が
な
い
も
の
に
説
明
的
に
そ
れ
を
加
え
る
等
々
の
ケ
ー
ス
が
散
見
さ
れ
る
。

法
令
の
成
立
過
程
な
ど
を
故
事
の
形
で
伝
え
る
『
玉
海
』
や
『
通
志
』
な
ど
の

記
事
に
も
、
名
称
に
年
号
を
冠
す
る
傾
向
が
あ
る
。
一
方
そ
の
名
称
に
も
か
か

わ
ら
ず
元
祐
頒
降
で
あ
っ
た
上
記
の
「
紹
聖
軍
馬
勅
例
」
の
よ
う
に
、
頒
降
時

と
ズ
レ
る
年
号
が
冠
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
こ
れ
は
編
纂
・
頒

降
し
た
際
の
年
号
で
は
な
く
、
そ
の
採
録
対
象
の
勅
な
ど
が
出
さ
れ
た
時
期
の

年
号
を
法
典
名
に
冠
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う11

。

ま
た
正
式
名
称
と
密
接
に
関
わ
る
の
が
巻
数
の
問
題
で
あ
る
。
法
典
編
纂
時

に
は
勅
令
格
式
本
体
以
外
に
し
ば
し
ば
目
録
、
看
詳
、
申
明
、
こ
と
に
南
宋
に

は
対
修
勅
、
対
修
令
、
対
修
看
詳
、
修
書
指
揮
、
参
用
指
揮
、
浄
条
、
特
旨
断

例
な
ど
様
々
な
編
纂
物
が
派
生
す
る
。
正
式
名
称
を
付
さ
れ
た
法
典
の
内
容
が

こ
う
し
た
付
属
編
纂
物
を
含
む
か
否
か
は
、
同
一
の
法
典
に
関
し
て
す
ら
史
料

に
よ
り
異
な
る
。
例
を
挙
げ
た
い
。
陳
彭
年
編
の
海
行
法
「
大
中
祥
符
編
勅
」

（（ 

一
例
と
し
て
『
宋
会
要
』
刑
法
一
―
一
三
元
祐
一
・
四
・
八
に
「
乞
先
決
頒
行
、
以
『
元

豊
尚
書
戸
部
度
支
金
部
倉
部
勅
令
格
式
』
為
名
。
所
有
元
豊
七
年
六
月
終
以
前
条
貫
已
経
刪

修
者
、
更
不
施
用
。
其
七
月
以
後
条
貫
自
為
後
勅
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
勅
令
格
式
の
内

容
は
元
豊
七
年
六
月
末
以
前
の
諸
命
令
で
、
そ
れ
以
降
の
も
の
は
こ
こ
に
含
め
ず
後
勅
と
し

て
扱
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
こ
の
法
典
は
命
名
さ
れ
た
の
が
哲
宗
元
祐
で
あ
っ
て
も
、

冠
さ
れ
た
年
号
は
元
祐
で
は
な
く
編
纂
対
象
の
命
令
の
発
布
時
期
で
あ
る
元
豊
で
あ
る
。
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北宋特別法の収集と分析11

の
内
容
は
、 

編
勅
部
分
三
〇
巻
、「
儀
制
勅
書
徳
音
」
一
〇
巻
か
ら
な
る
が

（『
長
編
』
八
七
大
中
祥
符
九
・
八
・
己
卯
）、「
藝
文
志
」
は
「
陳
彭
年
、
大
中

祥
符
編
勅
、
四
十
巻
」
と
す
る
か
ら
付
属
編
纂
物
を
含
め
た
巻
数
で
あ
り
、
一

方
『
通
志
』
六
五
刑
法
は
「
大
中
祥
符
編
勅
、
三
十
巻
」
と
す
る
か
ら
含
め
て

い
な
い
。
同
様
に
、
特
別
法
「
宗
子
大
小
学
勅
令
格
式
」
の
構
成
は
勅
令
格
式

部
分
合
計
一
五
冊
、
付
属
の
申
明
・
一
時
指
揮
・
対
修
勅
・
令
の
部
分
が
合
計

五
冊
だ
が
、
こ
の
同
じ
正
式
名
称
に
対
し
て
「
藝
文
志
」
は
一
五
巻
、『
宋
会

要
』
崇
儒
一
―
三
大
観
四
・
閏
八
・
甲
寅
は
二
二
冊
と
す
る
。「
藝
文
志
」
は

「
大
中
祥
符
編
勅
」
の
例
と
は
逆
に
、
こ
こ
で
は
付
属
物
を
含
め
て
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
法
典
の
成
立
は
必
ず
し
も
常
に
編
修

の
命
、
臣
僚
に
よ
る
編
修
・
上
呈
、
皇
帝
に
よ
る
裁
可
・
頒
降
、
と
い
っ
た
簡

単
な
経
緯
を
辿
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
特
に
複
雑
な
実
例

と
し
て
、
右
に
述
べ
た
皇
祐
の
諸
法
が
あ
る
。
出
典
は
煩
雑
な
の
で
省
く
が
概

ね
、
天
禧
元
年
の
詳
定
の
詔
に
対
し
て
李
迪
が
「
一
州
一
県
新
編
勅
」
を
二
度

に
わ
た
っ
て
上
り
、「
一
州
一
県
勅
」
は
慶
暦
七
・
八
年
か
ら
編
纂
が
本
格
化
し
、

他
の
一
司
勅
や
一
路
勅
と
と
も
に
皇
祐
四
年
に
頒
降
さ
れ
、
こ
れ
が
後
に
も
通

行
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
れ
な
ど
は
制
定
経
緯
に
つ
い
て
の
記
録
が
あ

る
程
度
残
さ
れ
て
い
る
方
だ
が
、
編
纂
の
事
実
の
み
が
短
く
伝
え
ら
れ
、
頒
降

に
至
っ
た
か
否
か
確
認
で
き
な
い
記
事
も
決
し
て
少
な
く
な
い
。
親
法
典
か
子

の
法
律
か
不
明
な
場
合
に
も
採
録
す
る
の
と
同
様
、
存
在
し
た
可
能
性
の
あ
る

法
典
の
情
報
を
活
か
す
方
向
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
編
集
の
み
の
記
事
に
つ
い
て

も
採
録
対
象
と
し
て
い
る
。
な
お
こ
の
皇
祐
の
「
一
州
一
県
勅
」
に
つ
い
て
天

禧
か
ら
慶
暦
の
編
纂
記
事
は
不
掲
載
と
し
た
が
、
編
纂
や
上
呈
に
止
ま
る
の
か

頒
降
に
至
っ
た
の
か
不
明
な
も
の
も
あ
り
、
本
稿
で
〔
表
２
〕
に
採
録
す
る
対

象
に
含
め
る
か
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で
は
あ
る
の
だ
が
、
基
本
的
に
は
各
時
期

に
如
何
な
る
構
成
の
法
典
が
あ
り
得
た
か
知
る
た
め
に
掲
載
す
る
方
向
で
あ
る
。

ま
た
同
一
の
法
律
中
の
別
階
層
を
示
す
法
典
名
に
つ
い
て
は
、
子
の
法
律
と
推

察
さ
れ
る
も
の
―
―
こ
れ
は
極
め
て
判
断
が
難
し
く
、
ま
っ
た
く
暫
定
的
で
あ

る
が
―
―
を
、（　

）
に
入
れ
て
採
録
し
た
。

三　

凡
例
と
表

さ
て
実
際
に
本
節
で
は
勅
令
格
式
四
種
の
特
別
法
の
親
法
典
を
一
覧
表
の
形

で
提
示
し
た
い
が
、
以
下
の
よ
う
な
方
針
と
し
た
。
ま
ず
、
史
料
上
に
登
場
す

る
単
一
種
の
法
律
名
が
、
独
立
し
た
法
典
そ
の
も
の
な
の
か
こ
う
し
た
何
ら
か

の
親
法
典
の
一
部
な
の
か
判
断
が
難
し
い
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
そ
の
中
で
書
目
中

の
記
載
、
編
集
・
頒
降
の
記
事
な
ど
か
ら
、
ひ
と
つ
の
独
立
し
た
親
法
典
で
あ

る
と
判
断
で
き
る
も
の
（
㋐
）
は
各
マ
ス
内
の
横
線
の
上
に
配
し
、
ま
た
臣
僚

の
議
論
で
の
言
及
な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
法
律
の
存
在
は
知
ら
れ
る
が
、
親
法
典

で
あ
る
か
否
か
不
明
で
あ
る
も
の
（
㋑
）
は
そ
の
下
に
配
し
、
更
に
親
法
典
で

は
な
く
子
の
法
律
で
あ
る
可
能
性
が
濃
厚
な
も
の
は
（　

）
に
入
れ
た
。
こ
の

㋑
の
中
に
は
、
親
法
典
な
の
か
否
か
判
断
が
難
し
い
も
の
が
多
々
あ
る
が
、
大

雑
把
に
は
、
ど
う
い
っ
た
方
面
の
特
別
法
が
存
在
し
た
か
知
る
手
掛
か
り
と
な

ろ
う
。
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こ
の
よ
う
に
暫
定
的
な
基
準
を
多
々
設
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
し
、
北
宋
か
否

か
を
含
め
ど
う
し
て
も
時
期
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
も
の
も
二
、三
あ
り
、
そ

も
そ
も
筆
者
の
取
り
落
と
し
も
少
な
く
な
い
と
は
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
と
り
あ

え
ず
、
現
段
階
で
の
結
果
が
〔
表
２
〕
で
あ
る
。

一
部
既
述
し
た
こ
と
と
重
な
る
が
、
他
の
凡
例
は
以
下
の
通
り
。
他
表
も
同

じ
。

・
出
典
は
次
の
省
略
に
従
う
。『
宋
会
要
』
帝
系
は
帝
、
礼
は
礼
、
輿
服
は
輿
、

儀
礼
は
儀
、
崇
儒
は
崇
、
職
官
は
職
、
選
挙
は
選
、
道
釈
は
道
、
食
貨
は
食
、

刑
法
は
刑
、
兵
は
兵
、
方
域
は
方
、
蕃
夷
は
蕃
、
補
編
は
補
と
し
、
記
事
の
見

出
は
省
く
。
ま
た
『
長
編
』
は
長
、『
宋
史
』
二
〇
四
「
藝
文
志
」
は
藝
、『
宋

史
』
他
部
分
は
宋
、『
玉
海
』
は
玉
と
す
る
。
日
付
は
分
か
る
範
囲
で
年
月
日

を
ピ
リ
オ
ド
で
区
切
り
数
字
・
干
支
で
示
す
が
、
年
号
が
そ
の
欄
の
年
号
と
同

じ
で
あ
れ
ば
省
略
し
、
異
な
れ
ば
記
す
。
太
平
興
国
は
興
国
、
大
中
祥
符
は
祥

符
、
建
中
靖
国
は
靖
国
。

・
可
能
な
限
り
法
典
名
の
次
に
巻
数
、
冊
数
を
示
す
。
巻
数
は
数
字
の
み
。

・
当
該
法
の
成
立
に
関
わ
る
時
期
が
分
か
る
場
合
は
、
法
典
名
の
前
に
そ
の
年

月
日
等
を
印
し
、
ま
た
そ
の
出
典
が
そ
こ
に
示
し
た
年
月
日
等
と
同
じ
場
合
は
、

出
典
中
の
年
月
日
等
を
省
く
。ca.

は
お
お
よ
そ
。
マ
ス
内
で
は
、
そ
の
マ
ス

の
年
号
は
省
略
す
る
。「（
年
号
）
初
」「（
年
号
）
間
」
な
ど
は
そ
れ
ぞ
れ
初
、

間
と
略
。

・
成
立
時
は
、
知
り
得
る
範
囲
で
、（
ⅰ
）
法
典
名
に
冠
さ
れ
た
年
号
、（
ⅱ
）

頒
降
、（
ⅲ
）
雕
印
、（
ⅳ
）
命
名
、（
ⅴ
）
編
纂
、（
ⅵ
）
編
纂
者
へ
の
褒
賞
、（
ⅶ
）

他
の
編
纂
に
関
わ
る
何
ら
か
の
事
項
、
の
順
に
優
先
す
る
。

・
複
数
種
類
の
法
を
合
わ
せ
た
法
典
に
つ
い
て
は
、
最
初
の
法
に
よ
っ
て
配
置

す
る
（
例
え
ば
「
～
勅
令
式
」
は
勅
の
欄
、「
～
令
式
」
は
令
の
欄
）。

・
各
マ
ス
内
で
の
配
列
は
、
日
付
・
六
部
や
中
央
地
方
の
順
・
類
似
性
な
ど
を

考
慮
し
任
意
に
お
こ
な
っ
た
。

・
親
法
典
の
名
称
が
分
か
り
そ
の
一
部
で
あ
る
と
強
く
推
察
さ
れ
る
法
律
名
は

（　

）
に
入
れ
た
。

〔
表
２
〕
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
前
提
の
も
と
に
北
宋
の
特
別
法
を
可
能
な

限
り
頒
降
日
時
、
正
式
法
典
名
、
巻
数
を
整
理
し
た
。

四　

所
見

⑴　

量
と
頒
布
動
向

こ
の
〔
表
２
〕
に
挙
げ
ら
れ
た
総
項
目
数
は
、
ほ
ぼ
四
〇
〇
ほ
ど
と
な
る
。

採
録
は
上
に
述
べ
来
た
っ
た
様
々
な
前
提
に
基
づ
く
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で

も
こ
れ
は
現
存
記
録
に
手
掛
か
り
の
あ
る
も
の
だ
け
だ
し
、
範
囲
も
勅
令
格
式

に
止
ま
る
こ
と
を
思
え
ば
、
実
際
に
頒
降
さ
れ
た
特
別
法
数
は
こ
れ
を
か
な
り

上
回
る
と
想
像
さ
れ
る
。
し
か
も
こ
れ
が
則
例
な
ど
の
例
で
は
な
く
、
勅
命
に

よ
り
編
纂
さ
れ
頒
降
さ
れ
た
法
典
な
の
で
あ
る
か
ら
、
諸
氏
が
か
よ
う
に
驚
い

た
の
も
頷
け
る
。
ま
た
特
別
法
は
数
だ
け
で
は
な
く
総
量
も
膨
大
で
、
海
行
法

で
は
煕
寧
以
前
の
各
編
勅
の
サ
イ
ズ
は
一
〇
～
二
〇
巻
前
後
、
元
豊
以
降
は
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七
〇
～
一
三
〇
巻
台
、
勅
一
二
・
令
五
〇
・
格
式
各
三
〇
と
巻
数
が
固
定
化
し

て
き
た
南
宋
で
も
目
録
や
申
明
を
含
め
て
二
〇
〇
巻
台
だ
が
、
こ
れ
に
対
し
特

別
法
の
巻
数
は
と
い
え
ば
、
大
部
な
も
の
と
し
て
は
元
豊
「
明
堂
祫
饗
大
礼
令

式
」
が
三
九
三
巻
、「
煕
寧
編
三
司
勅
式
」
が
四
〇
〇
巻
、「
六
曹
勅
令
格
式
」

は
一
〇
〇
〇
巻
、「
明
堂
勅
令
格
式
」
は
一
二
〇
六
冊
に
至
る
。
そ
も
そ
も
〔
表

２
〕
中
に
巻
数
や
冊
数
の
あ
る
も
の
が
全
体
の
四
分
の
一
程
度
な
の
だ
が
、
一

冊
一
巻
と
し
て
単
純
に
表
中
の
巻
冊
数
を
総
計
す
れ
ば16

約
七
二
〇
〇
巻
と
な

る
し
、
更
に
勅
令
格
式
以
外
に
目
を
向
け
る
な
ら
、
元
祐
の
「
六
曹
条
貫
及
看

詳
」
三
六
九
四
巻
と
い
っ
た
途
方
も
な
い
規
模
の
も
の
も
あ
る
。

当
然
な
が
ら
、
あ
る
一
時
期
に
あ
る
一
司
務
が
対
応
す
る
必
要
の
あ
っ
た
法

の
総
数
は
別
問
題
だ
が
、
そ
れ
で
も
こ
れ
以
外
に
各
種
の
特
別
法
、
海
行
法
、

続
行
指
揮
、
断
例
等
が
あ
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、
例
え
ば
元
祐
の
六
曹
の
各
司
務

が
従
う
べ
き
条
文
数
は
大
変
な
量
で
あ
っ
た
ろ
う
。

特
別
法
自
体
は
、
戴
が
明
確
に
す
る
よ
う
に
、
唐
代
に
は
す
で
に
特
定
官
司

の
法
が
あ
り
、
宋
代
特
別
法
の
淵
源
も
そ
こ
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る17

。
し
か

し
唐
五
代
の
延
長
に
あ
る
も
の
を
除
け
ば
北
宋
前
半
の
特
別
法
編
纂
は
甚
だ
少

（（ 

巻
と
冊
の
関
係
は
多
様
だ
が
、
両
者
を
換
算
せ
ず
に
併
せ
た
巻
冊
と
い
う
単
位
は
あ
る

し
、
ま
た
実
際
、『
宋
会
要
』
食
貨
三
一
―
一
〇
紹
興
二
一
・
八
・
四
所
出
の
秦
檜
上
の
茶
塩
二

書
及
び
『
宋
会
要
』
刑
法
一
―
二
六
政
和
二
・
一
〇
・
二
所
出
の
「
政
和
重
修
勅
令
格
式
」
で

は
、
巻
数
と
冊
数
は
計
算
上
一
致
し
て
い
る
。

（（ 

戴
前
掲
論
文
、
と
く
に
一
二
八
頁
。

な
い
。
太
祖
期
に
は
ほ
ぼ
前
代
か
ら
の
法
典
を
引
き
継
い
で
い
る
が
、
表
中
太

宗
期
の
特
別
勅
、
令
、
格
は
皆
無
で
、
次
に
特
別
法
が
出
さ
れ
始
め
る
の
は
真

宗
以
降
と
な
る
。
そ
れ
も
表
か
ら
は
、「
開
宝
長
定
格
」
が
僅
か
に
見
え
る
程

度
で
、
こ
れ
も
宋
代
特
別
法
と
し
て
よ
い
か
疑
問
が
残
る
。
勅
・
令
・
格
の
特

別
法
が
現
れ
る
の
は
こ
こ
で
は
咸
平
以
降
で
あ
る18

。
だ
が
神
宗
以
降
、
特
別

法
は
爆
発
的
に
増
加
す
る
。
上
掲
〔
表
３　

年
号
別
北
宋
特
別
法
総
数
〕
は
各

年
号
別
に
勅
令
格
の
総
数
を
表
し
た
も
の
だ
が
、
各
皇
帝
在
位
中
の
年
あ
た
り

の
特
別
法
数
は
英
宗
ま
で
が
殆
ど
一
以
下
な
の
に
対
し
神
宗
期
で
は
約
一
〇
件
、

哲
宗
約
三
件
、
徽
宗
約
五
件
と
神
宗
期
に
一
〇
倍
近
く
な
る
。
ま
た
巻
冊
と
し

て
計
算
す
る
と
、
上
記
約
七
二
〇
〇
巻
冊
の
内
訳
は
北
宋
初
～
治
平
三
年
の

一
〇
六
年
間
で
約
九
〇
〇
巻
、
四
年
以
降
北
宋
末
ま
で
六
一
年
間
で
約

六
三
〇
〇
巻
と
な
り
、
大
雑
把
に
は
英
宗
期
ま
で
が
年
あ
た
り
一
〇
巻
、
神
宗

期
以
降
は
一
〇
〇
巻
と
、
こ
れ
ま
た
神
宗
期
に
約
一
〇
倍
と
急
増
す
る
。

三
司
関
係
法
は
王
安
石
が
そ
の
登
壇
以
降
か
ら
制
定
に
深
く
関
わ
っ
て
き
た

し
、
旧
法
派
か
ら
は
神
宗
以
降
の
法
の
過
剰
さ
が
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る19

。

し
か
し
元
祐
に
も
特
別
法
成
立
は
多
く
見
え
、
南
宋
に
も
続
く
こ
と
か
ら
、
神

宗
期
に
突
如
発
現
し
た
こ
の
特
別
法
の
継
続
的
大
量
頒
降
は
、
神
宗
以
降
宋
一

代
の
法
典
編
纂
の
基
調
と
な
っ
た
と
言
え
る
。

（（ 

「
咸
平
編
勅
」
編
纂
の
際
に
「
其
釐
革
一
州
一
県
一
司
一
務
者
各
還
本
司
」
と
あ
る
よ

う
に
、
こ
の
時
に
三
司
関
係
も
一
司
法
と
さ
れ
た
と
想
定
さ
れ
る
。

（（ 

こ
う
し
た
議
論
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
葉
適
は
こ
の
文
章
中
で
も
法
の
詳
密
さ
を
嘆
く
。
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次
に
、
特
別
法
の
中
に
は
た
い
へ
ん
長
寿
で
あ
っ
た
も
の
が
あ
る
。
海
行
法

も
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
総
合
的
な
一
つ
の
法
典
が
再
編
纂
を
受
け
つ
つ
宋

末
ま
で
存
続
し
て
い
る
と
言
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
特
別
法
も
ま
た
短
期

的
な
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
朝
代
を
跨
ぐ
も
の
と
も
な
る
と
、「
長
定
格
」
な

ど
は
唐
末
か
ら
一
八
〇
年
間
は
使
わ
れ
て
い
た11

。
宋
よ
り
前
に
由
来
す
る

「
長
定
格
」「
循
資
格
」
な
ど
は
北
宋
初
期
に
も
盛
ん
に
利
用
さ
れ
た
重
要
な
も

（0 

少
な
く
と
も
唐
会
昌
四
年
（
桂
斉
遜
「
唐
格
再
析
」『
中
国
古
代
法
律
文
献
研
究
』
四
、

二
〇
一
〇
、一
二
八
～
一
二
九
頁
）
か
ら
崇
寧
二
年
頃
（『
宋
会
要
』
選
挙
二
四
―
一
五
崇
寧

二
・
五
・
二
三
）
ま
で
見
ら
れ
る
。

の
で
あ
る1（

。
特
別
法
は
海
行
法
の
よ
う
に
定
期
な
再
編
纂
・
命
名
頒
降
を
受

け
な
い
分
、
か
え
っ
て
年
号
を
冠
さ
れ
た
も
の
が
相
当
持
続
す
る
こ
と
が
あ
る
。

た
と
え
ば
乾
道
二
年
に
「
崇
寧
在
京
通
用
法
」
の
利
用
例
が
見
ら
れ
る
か
ら

（『
宋
会
要
』
職
官
一
―
八
二
乾
道
二
・
一
一
・
一
六
）、
こ
れ
は
崇
寧
に
編
纂
さ

れ
た
も
の
が
、
恐
ら
く
条
文
の
追
加
や
削
除
な
ど
が
行
わ
れ
つ
つ
も
、
六
〇
年

ほ
ど
命
脈
を
保
っ
て
い
た
例
と
な
る
。
ま
た
再
編
纂
に
よ
っ
て
特
に
長
く
そ
の

名
が
残
っ
た
も
の
と
し
て
、
王
安
石
新
法
の
常
平
免
役
関
係
を
見
て
み
た
い
。

（（ 

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
宋
代
特
別
法
の
沿
革
を
論
じ
る
戴
前
掲
論
文
に
詳
し
い
。

〔表３ 年号別北宋特別法総数〕
年号 敕 令 格 式 計 皇帝・年あたり

建隆 2 3 5 太祖（16）

乾徳 1 2 3 0.8

開宝 2 1 1 4

興国 2 2 太宗（22）

雍熙 0.1

端拱

淳化 1 1

至道

咸平 3 3 真宗（23）

景徳 4 3 2 9 0.1

祥符 2 1 2 5

天禧 3 1 4

乾興 1 1

天聖 3 3 仁宗（41）

明道 1 1 0.7

景祐 4 1 5

宝元

康定 1 1

慶暦 2 1 3

皇祐 7 7

至和 1 1

嘉祐 5 2 1 8

治平 3 1 4 英宗（4） 1

熙寧 35 7 5 36 83 神宗（18）

元豊 38 23 17 1 88 9.5

元祐 15 8 2 1 26 哲宗（15）

紹聖 8 1 4 13 3.2

元符 3 2 2 2 9

靖国 3 1 4 徽宗（25）

崇寧 7 10 3 1 21 4.7

大観 13 14 7 1 35

政和 16 9 18 1 44

重和

宣和 7 6 2 15

靖康

 総計407
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紹
聖
三
年
に
は
常
平
免
役
、
農
田
水
利
、
保
甲
な
ど
の
諸
法
を
ま
と
め
て
「
常

平
免
役
勅
令
」（
前
出
）
が
頒
行
さ
れ
、
そ
の
後
は
こ
れ
は
重
修
の
た
び
に
「
政

和
続
附
紹
聖
」「
紹
興
重
修
」
な
ど
が
冠
さ
れ
た
（『
宋
会
要
』
刑
法
一
―
四
一

紹
興
一
七
・
一
一
・
六
）。
そ
し
て
『
事
類
』
四
八
「
支
移
折
変
」
所
載
の
嘉
泰

元
年
六
月
一
四
日
勅
に
も
、「
紹
興
常
平
免
役
令
を
検
准
す
る
に
」
と
見
ら
れ

る
か
ら
、
常
平
免
役
法
を
概
観
す
れ
ば
、
紹
聖
三
年
の
「
常
平
免
役
勅
令
」
編

修
に
端
を
発
し
、
重
修
を
経
て
一
〇
〇
年
以
上
続
い
て
い
る11

。

⑵　

勅
令
格
式
の
成
立

他
に
も
〔
表
２
〕
か
ら
、
複
数
種
類
合
併
型
が
神
宗
期
か
ら
現
れ
る
こ
と
を

再
度
確
認
し
た
い
。
既
述
の
よ
う
に
、
複
数
種
類
合
併
型
は
神
宗
治
平
四
年

一
二
月
の
「
群
牧
司
勅
令
」
に
始
ま
る
が
、
こ
れ
よ
り
前
に
は
複
数
種
類
合
併

は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
法
典
構
造
を
顧
み
る
べ
く
、
北
宋
初
期
の

い
く
つ
か
の
考
試
進
士
法
を
考
え
て
み
る
。
真
宗
朝
初
期
に
は
進
士
の
考
試
に

つ
い
て
様
々
な
議
論
が
な
さ
れ
た
が11

、
そ
の
中
で
景
徳
四
年
一
〇
月
乙
巳
に

は
「
考
試
進
士
新
格0

」
が
、
ま
た
「
礼
部
考
試
進
士
勅0

」
が
作
ら
れ
て
い
る
。

（（ 

た
だ
一
方
、『
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
』
甲
集
五
「
役
法
総
要
」
に
は
、『
紹
興
常
平
免
役

勅
令
』
以
降
の
続
降
指
揮
を
陳
居
仁
が
ま
と
め
、『
役
法
撮
要
』
が
淳
煕
一
四
年
に
頒
降
さ
れ

た
と
あ
る
。
嘉
泰
勅
と
の
関
係
は
後
考
に
俟
つ
。

（（ 

何
忠
礼
『
南
宋
科
挙
制
度
史
』
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
九
、一
六
一
、二
一
六
頁
、
王
瑞

来
『
文
献
可
徴
』
山
西
教
育
出
版
社
、
二
〇
一
五
、二
五
三
～
二
七
〇
頁
な
ど
。
糊
名
考
校

等
の
制
実
施
な
ど
こ
の
時
期
に
科
挙
の
充
実
が
図
ら
れ
た
。

更
に
同
年
に
は
県
令
佐
が
受
験
者
を
保
任
す
る
な
ど
の
内
容
の
「
考
校
進
士
程

式0

」
が
、
ま
た
大
中
祥
符
に
「
親
試
進
士
条
制
」
が
発
布
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
類
似
の
勅
、
格
、
式
が
一
～
二
年
の
短
期
間
に
相
次
い
で
編
纂
さ
れ
た

が
、
そ
れ
ら
が
一
つ
の
複
数
種
類
合
併
型
法
典
に
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た11

。

し
か
し
煕
寧
末
か
ら
は
、
複
数
種
類
合
併
が
見
ら
れ
始
め
る
。
煕
寧
七
年

「
煕
寧
三
司
勅
式

0

0

」、
一
〇
年
「
貢
挙
勅
式

0

0

」、
そ
の
他
「
学
士
院
等
処
勅
式

0

0

」、

「
御
書
院
勅
式
令

0

0

0

」
あ
た
り
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
上
述
の
様
に
煕
寧
一
〇

年
「
諸
司
勅
令
格
式
」
か
ら
、
勅
令
格
式
が
現
れ
る
。
も
っ
と
も
元
豊
以
降
元

祐
を
除
き
す
べ
て
勅
令
格
式
形
式
と
な
っ
た
海
行
法
と
は
異
な
り
、
特
別
法
分

野
で
は
、
神
宗
修
書
法
発
表
以
降
必
ず
し
も
一
朝
一
夕
に
編
勅
が
勅
令
格
式
と

な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
複
数
種
類
合
併
型
に
な
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
元

祐
以
降
も
「
～
勅
」「
～
編
勅
」
と
い
っ
た
勅
形
式
の
特
別
法
法
典
は
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
三
司
関
係
法
や
「
禄
令
」
を
始
め
、
史
料
上
多
見
さ
れ
る
・
類
似
分

（（ 

「
考
試
進
士
新
格
」
は
『
長
編
』
六
七
景
徳
四
・
一
〇
・
乙
巳
（
中
嶋
敏
編
『
宋
史
選
挙

志
訳
注
』（
上
）、
東
洋
文
庫
、
一
九
九
二
、五
五
頁
参
照
）。「
礼
部
考
試
進
士
勅
」
は
「
藝
文

志
」。「
考
校
進
士
程
式
」
は
『
宋
史
』
一
五
五
選
挙
志
「
科
目
上
」（
お
そ
ら
く
こ
れ
は
『
宋

会
要
』
選
挙
三
―
八
景
徳
四
・
閏
五
・
一
五
に
あ
る
陳
彭
年
が
詳
定
を
請
う
た
「
貢
挙
考
試

進
士
程
式
」
の
延
長
）。
程
式
は
定
め
ら
れ
た
形
式
、
と
い
っ
た
一
般
用
語
で
あ
り
、
法
典

と
し
て
の
程
式
を
式
と
し
て
良
い
か
即
断
で
き
な
い
が
、
こ
こ
で
は
暫
時
、
式
に
含
め
る
。

こ
れ
は
採
ら
な
か
っ
た
が
、
中
嶋
編
前
掲
書
、
五
七
頁
に
は
「
親
試
進
士
条
制
」
も
あ
る
。

内
容
が
十
分
に
明
ら
か
で
な
い
以
上
想
像
に
止
ま
る
が
、
少
な
く
と
も
名
称
と
し
て
は
、
神

宗
期
以
降
で
あ
れ
ば
こ
れ
ら
が
合
併
さ
れ
た
と
し
て
も
お
か
し
く
な
い
。
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野
の
法
律
が
多
く
出
さ
れ
る
・
長
期
に
わ
た
っ
て
編
纂
が
繰
り
返
さ
れ
る
、
な

ど
と
い
っ
た
点
か
ら
重
要
性
が
高
い
と
目
さ
れ
る
分
野
が
あ
る
。
例
え
ば
三
司
、

内
侍
省
、
諸
司
、
審
官
院
関
係
、
特
に
神
宗
以
降
は
常
平
免
役
と
並
ん
で
貢
挙
、

国
子
監
等
学
校
関
係
と
い
っ
た
新
法
の
主
要
政
策
に
関
す
る
も
の
が
そ
れ
で

あ
っ
て
、
特
別
法
名
称
・
内
容
に
、
こ
の
よ
う
に
時
の
王
朝
の
重
要
政
策
課
題

を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
。

格
に
つ
い
て
は
一
般
に
、
北
宋
前
・
中
期
に
お
い
て
は
唐
格
が
用
い
ら
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が11

、
こ
の
時
期
を
含
め
て
多
少
細
か
く
見
て
み
る

と
、
主
流
的
な
も
の
と
し
て
は
三
類
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
前
代
以
来
の
格
、

も
う
一
つ
は
罰
格
を
含
む
賞
格
系
統
、
三
つ
め
は
『
事
類
』
な
ど
に
容
易
に
見

る
こ
と
の
で
き
る
、
賞
格
以
外
の
宋
の
格
で
あ
る
。
中
に
は
非
法
典
な
格
と
の

境
が
曖
昧
な
も
の
も
あ
る
が
、
傾
向
と
し
て
次
の
よ
う
に
言
え
る
の
で
は
な
い

か
。
ま
ず
時
期
区
分
す
る
と
す
れ
ば
、
北
宋
前
・
中
期
に
は
格
の
編
纂
は
少
な

い
。
唐
以
来
の
格
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
の
、
宋
代
の
格
の
主
体
で
あ
る
第
二
類

の
賞
格
系
統
が
明
確
に
現
れ
る
の
が
真
宗
景
徳
で
あ
り
、
例
え
ば
景
徳
四
年
に

「
宜
州
立
功
将
士
賞
格
」
が
頒
布
さ
れ
た
（
宜
州
で
の
陳
進
の
乱
に
対
応
し
て

の
こ
と
か
と
想
像
さ
れ
る
）。
そ
し
て
煕
寧
ま
で
格
と
言
え
ば
ほ
ぼ
賞
格
・
罰

格
が
中
心
で
あ
り
、
こ
の
表
で
の
唯
一
の
例
外
は
上
の
「
考
試
進
士
新
格
」
の

み
で
あ
る
。
だ
が
煕
寧
以
降
、
こ
れ
以
外
の
第
三
類
の
様
々
な
格
が
一
気
に
増

（（ 

呂
前
掲
書
、
七
六
頁
。

加
し
、
非
賞
罰
が
賞
罰
の
二
～
四
倍
ほ
ど
に
な
る16

。

向
宗
儒
は
煕
寧
に
、
神
宗
の
旨
を
受
け
「
賞
格
刑
名
に
干
す
る
を
勅
と
為
し
、

指
揮
約
束
を
令
と
為
し
、
人
物
名
数
・
行
遣
期
限
の
類
を
式
と
為
し
、
今
具
草

し
勅
式
令
各
の
一
事
に
編
成
せ
ん
」17

と
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
諸
司
勅

式
は
勅
式
令
の
形
で
具
草
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
格
一
般
の
定
義
が
な
さ

れ
て
い
な
い
上
に
勅
に
賞
格
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
向
宗
儒
が
念
頭
に
置
い
た

こ
の
格
と
は
明
ら
か
に
煕
寧
以
前
の
賞
罰
格
で
あ
り
、
勅
に
含
め
る
の
が
そ
ぐ

わ
な
い
第
三
の
非
賞
罰
格
が
一
般
化
す
る
の
は
、
神
宗
以
後
で
あ
る
。

こ
の
〔
表
２
〕
の
中
で
、
特
に
注
目
す
べ
き
も
の
の
一
つ
と
し
て
令
が
挙
げ

ら
れ
る
。
宋
の
特
別
令
の
中
で
は
別
格
と
言
っ
て
い
い
「
禄
令
」・「
駅
令
」
を

（（ 

梅
原
は
、
煕
寧
八
年
に
は
「
新
し
い
「
格
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
ま
だ
登
場
し
て
」
い
な

い
（
前
掲
書
、
八
〇
〇
頁
）
と
し
、
霍
存
福
は
神
宗
修
書
法
以
降
の
格
に
つ
い
て
「
内
容
的

に
す
で
に
刑
律
的
な
条
款
は
な
く
、
非
刑
律
的
な
条
文
も
賞
賜
一
項
に
局
限
さ
れ
た
」（
霍
存

福
『
唐
式
輯
佚
』（
楊
一
凡
編
「
中
国
法
制
史
考
証
続
編
」
八
）
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、

二
〇
〇
九
、五
八
頁
）
な
ど
と
す
る
。
だ
が
格
は
煕
寧
以
前
に
は
む
し
ろ
賞
格
が
主
流
だ
っ

た
し
、『
事
類
』
の
格
に
は
推
薦
人
枠
や
試
験
場
別
の
試
験
内
容
な
ど
、
賞
罰
で
は
な
い
単
に

「
等
級
の
高
下
」
を
定
め
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。

（（ 

「
編
修
内
諸
司
勅
式
向
宗
儒
言
、
面
奉
徳
音
、
所
修
文
字
干
賞
格
刑
名
為
勅
、
指
揮
約

束
為
令
、
人
物
名
数
、
行
遣
期
限
之
類
為
式
、
今
具
草
編
成
勅
、
式
、
令
各
一
事
」（『
長

編
』
二
六
九
煕
寧
八
・
一
〇
・
辛
亥
）。
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除
く
と
、
こ
の
表
で
は
わ
ず
か
に
治
平
に
復
さ
れ
た
「
内
侍
養
子
令
」18

以
外
、

仁
宗
以
降
、
単
独
の
特
別
令
（
令
の
マ
ス
の
中
の
横
線
よ
り
上
部
に
あ
り
、
か

つ
複
数
種
類
合
併
型
で
は
な
い
も
の
）
の
存
在
を
一
つ
も
確
認
で
き
な
い
の
で

あ
る19

。
一
方
神
宗
期
の
複
数
種
類
合
併
の
登
場
以
降
、
令
単
独
と
は
確
認
で

き
な
い
特
別
令
は
増
え
て
ゆ
く
。
つ
ま
り
そ
れ
ら
は
、
親
法
典
が
確
認
で
き
な

い
た
め
に
表
で
は
敢
え
て
（ 

）
を
付
し
て
い
な
い
だ
け
で
、
実
は
殆
ど
が
複

数
種
類
合
併
法
典
の
一
部
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
そ
う
と
す
れ
ば
特
別
令

は
、
北
宋
初
期
に
は
少
し
見
ら
れ
る
も
の
の
そ
の
後
約
半
世
紀
ほ
ど
姿
を
消
し
、

複
数
種
類
合
併
の
誕
生
と
共
に
そ
の
一
部
と
し
て
復
活
し
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
勅
、
格
、
式
に
つ
い
て
は
複
数
種
類
合
併
で
は
な
い
独

立
し
た
特
別
法
が
こ
の
時
期
に
も
多
く
成
立
し
て
い
た
こ
と
と
比
べ
れ
ば
、
相

当
に
令
の
状
況
は
異
な
る
。

と
こ
ろ
で
海
行
法
分
野
で
も
、
慶
元
の
令
篇
目
が
元
豊
後
の
い
つ
頃
か
ら
成

（（ 

こ
れ
は
開
宝
四
年
に
復
さ
れ
た
「
内
侍
養
子
令
」
が
こ
こ
で
も
う
一
度
復
さ
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
、
治
平
に
全
く
新
た
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
こ
の
開
宝
の

「
内
侍
養
子
令
」
も
新
た
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
よ
う
だ
。
四
年
頃
に
は
財
争
の
訴

訟
が
多
発
す
る
な
ど
宦
官
の
養
子
が
問
題
化
し
関
連
の
詔
勅
が
多
発
さ
れ
て
お
り
（『
宋
会

要
』
職
官
三
六
―
二
乾
徳
四
・
六
、『
長
編
』
七
乾
徳
四
・
六
・
丙
午
な
ど
）、
沈
家
本
が
指
摘

す
る
よ
う
に
「
内
侍
養
子
令
」
は
こ
れ
ら
詔
を
重
申
し
た
も
の
で
あ
る
（
沈
家
本
『
歴
代
刑

法
考
』
中
華
書
局
、
一
九
八
五
、九
七
一
頁
）。

（（ 

法
典
名
末
尾
が
令
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
宣
和
頃
の
「
神
霄
宮
使
司
法
令
」
が
「
藝
文

志
」
に
見
ら
れ
る
が
、
当
時
「
法
令
」
な
る
語
は
現
代
語
に
近
い
意
味
で
使
わ
れ
、
し
か
も

「
～
法
令
」
な
る
名
称
は
こ
れ
以
外
に
管
見
に
及
ば
ず
、
こ
れ
は
令
典
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

立
し
た
の
か
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
い11

。
試
み
に
、
主
と
し
て
『
宋
会
要
』

か
ら
北
宋
の
海
行
令
を
、
唐
代
型
の
海
行
法
と
は
言
え
な
い
「
儀
制
令
」「
禄

令
」「
駅
令
」
を
除
き
、
他
の
海
行
令
篇
目
を
唐
令
に
あ
っ
て
慶
元
令
に
な
い

篇
目
（
Ａ
）、
双
方
に
あ
る
篇
目
（
Ｂ
）、
慶
元
に
あ
る
が
唐
令
に
な
い
篇
目

（
Ｃ
）、
の
三
つ
に
分
け
て
整
理
し
た
の
が
本
稿
末
尾
〔
表
４　

北
宋
海
行
令
篇

目
〕
で
あ
る
。
す
る
と
基
本
的
に
は
容
易
に
予
測
し
得
る
よ
う
に
、
大
ま
か
に

は
元
豊
以
降
、（
Ａ
）
は
消
滅
、（
Ｃ
）
は
そ
れ
以
降
に
登
場
す
る
。
た
だ
、
指

摘
す
べ
き
事
が
若
干
あ
り
、
ま
ず
（
Ａ
）
に
あ
っ
て
も
公
式
令
は
元
豊
・
元
祐

に
残
っ
て
お
り
、
し
か
も
「
元
祐
公
式
令
」
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
条
文
内
容
は

唐
令
・
天
聖
令
の
そ
れ
で
は
な
く
、
慶
元
職
制
令
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

（『
長
編
』
四
六
五
元
祐
六
・
閏
八
・
壬
午
、『
事
類
』
四
「
上
書
奏
事
」
職
制

令
）。
元
豊
以
降
の
新
た
な
令
条
文
が
、
元
豊
以
降
も
し
ば
ら
く
残
っ
た
唐
令

篇
目
に
あ
り
、
そ
の
後
篇
目
は
消
え
た
が
条
文
は
職
制
令
と
し
て
残
る
、
と
い

う
軌
跡
を
た
ど
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
後
の
慶
元
令
で
は
消
滅
し
て
い
る
公

式
令
も
篇
目
と
し
て
は
元
豊
以
降
も
ま
だ
存
在
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
内
容

は
す
で
に
宋
独
自
の
内
容
で
、
し
か
も
元
祐
元
年
に
は
元
豊
仮
寧
令
に
文
字
を

（0 
仁
井
田
陞
は
、
宋
の
令
は
元
豊
令
以
後
の
諸
令
を
経
て
唐
令
と
は
大
き
く
変
わ
っ
た
と

し
（『
唐
令
拾
遺
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
四
、四
七
頁
）、
ま
た
梅
原
も
慶
元
の
非
伝

統
的
な
令
名
は
元
豊
以
降
成
立
し
南
宋
に
は
定
着
し
て
い
た
だ
ろ
う
と
述
べ
る
（
前
掲
書
、

八
四
六
頁
）。



─  62  ─

	 青山学院大学文学部紀要　第 64 号 18

加
え
る
形
で
の
条
文
改
訂
が
行
わ
れ
て
い
る1（

。
篇
目
と
し
て
唐
令
・
宋
令
に

あ
る
考
課
令
も
、
元
豊
考
課
令
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
内
容
は
唐
令
の
も
の
で
は

な
い11

。
今
ひ
と
つ
、
神
宗
の
法
制
改
革
実
現
の
時
期
に
関
連
し
て
重
要
と
思

わ
れ
る
の
は
、（
Ｃ
）
分
類
と
し
て
神
宗
期
に
登
場
し
た
の
は
わ
ず
か
「
元
豊

薦
挙
令
」
ひ
と
つ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
は
徽
宗
期
に
出
現
し
て
い
る
点
で
あ

る
。
唐
令
譜
系
か
ら
宋
令
譜
系
の
本
格
移
行
は
、
や
は
り
神
宗
期
で
は
な
く
、

徽
宗
期
と
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。
な
お
、
宋
に
出
現
し
た
も
の
の
慶
元
ま
で
に
消

滅
し
た
海
行
法
篇
目
が
存
在
し
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
が
、
こ
れ

に
つ
い
て
は
殆
ど
不
明
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
、
可
能
な
限
り
の
技
術
的
問
題
の
ク
リ
ア
を
目
指
し
つ
つ
、
勅
令
格

（（ 

「
検
会
元
豊
公
式
令
、
諸
赦
書
許
官
員
訴
雪
過
犯
、
自
降
赦
日
二
年
外
投
状
者
、
不
得

受
接
」（『
宋
会
要
』
職
官
三
―
七
六
元
祐
一
・
八
・
六
）、｢

元
豊
公
式
令
、
諸
州
解
発
金
銀
銭
帛
、

通
判
庁
置
簿
、
每
半
年
具
解
発
数
目
及
管
押
附
載
人
姓
名
、
実
封
申
尚
書
省｣

（『
宋
会
要
』

刑
法
一
―
一
五
元
祐
五
・
一
・
二
三
）、「
詔
令
吏
部
自
落
班
簿
後
、
限
一
年
方
許
朝
参
、
仍
於

元
豊
仮
寧
令
添
入
大
小
使
臣
字
」（『
長
編
』
三
七
四
元
祐
一
・
四
・
辛
卯
）。
官
員
が
過
犯
を

雪
ぐ
を
訴
え
る
、
あ
る
い
は
諸
州
が
解
発
す
る
な
ど
は
宋
的
と
言
い
得
よ
う
。

（（ 
 

「
中
書
省
言
、
臣
僚
上
言
、
比
詔
大
臣
薦
館
職
、
又
設
十
科
挙
異
材
、
請
並
依
元
豊
薦

挙
令
、
関
報
御
史
台
」（『
宋
会
要
』
選
挙
二
八
―
一
九
元
祐
一
・
一
一
・
四
）。
十
科
を
設
け
て

挙
げ
る
こ
と
は
、
司
馬
光
の
元
祐
の
奏
議
に
よ
る
（
王
徳
毅
『
宋
史
研
究
論
集
』
商
務
印
書

館
、
一
九
九
三
、一
三
〇
～
一
四
一
頁
）。

式
四
種
に
つ
い
て
北
宋
特
別
法
の
整
理
を
試
み
た
結
果
と
し
て
、
最
低
限
前
章

に
述
べ
た
諸
事
実
の
指
摘
は
可
能
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
以
下
こ
こ
で
は
神

宗
期
と
徽
宗
期
で
の
変
化
の
流
れ
と
い
う
観
点
か
ら
若
干
の
論
点
整
理
を
試
み
、

結
語
と
し
た
い
。

ま
ず
、
神
宗
期
に
お
い
て
は
特
別
法
が
爆
発
的
に
増
加
し
た
が
、
普
通
法
・

特
別
法
を
問
わ
ず
い
く
つ
か
の
変
化
が
起
き
始
め
て
い
る
こ
と
も
間
違
い
な
い
。

そ
れ
ま
で
宋
代
法
典
は
一
種
類
の
法
律
の
み
か
ら
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
時
に

複
数
種
類
合
併
が
始
ま
り
、
煕
寧
末
に
勅
令
格
式
形
式
で
の
編
纂
が
始
ま
る
。

令
は
、
禄
令
な
ど
例
外
と
し
て
扱
う
べ
き
若
干
を
除
け
ば
北
宋
を
通
じ
て
単
独

の
特
別
法
は
殆
ど
見
ら
れ
な
い
が
、
こ
の
時
に
複
数
種
類
合
併
型
の
一
部
と
い

う
形
で
は
、
特
別
令
も
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
格
に
つ
い
て
は
、
英
宗
期

以
前
は
ほ
ん
の
一
、二
の
例
外
を
除
い
て
賞
罰
格
の
み
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

煕
寧
以
降
は
こ
れ
に
加
え
て
南
宋
に
は
普
遍
的
に
見
出
さ
れ
る
所
の
、
賞
罰
以

外
の
様
々
な
格
が
普
遍
化
す
る
。
こ
れ
ら
の
変
化
は
、
そ
れ
ま
で
別
の
来
源
を

有
し
相
互
に
独
立
し
て
い
た
勅
令
格
式
の
四
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
刑
罰
・
約
束
・

等
級
・
模
楷
と
い
う
役
割
を
分
担
し
つ
つ
、
そ
の
複
数
な
い
し
は
全
て
が
一
つ

の
行
政
課
題
に
対
応
し
得
る
よ
う
な
勅
令
格
式
体
制
の
開
始
を
意
味
す
る
の
で

あ
り
、
そ
れ
が
神
宗
修
書
法
の
法
思
想
を
背
景
に
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。し

か
し
一
方
で
、
神
宗
期
に
開
始
さ
れ
た
こ
れ
ら
多
く
の
変
化
が
、
神
宗
期

で
は
な
く
む
し
ろ
徽
宗
期
に
本
格
的
に
発
展
す
る
と
い
う
事
実
も
あ
る
。
神
宗

政
治
の
紹
述
が
重
視
さ
れ
た
徽
宗
期
に
は
神
宗
修
書
法
の
思
想
が
改
め
て
強
調
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さ
れ
、
不
完
全
で
あ
っ
た
法
典
を
勅
令
格
式
形
式
に
整
え
る
試
み
が
行
わ
れ
た

し
、
実
際
に
特
別
法
法
典
群
が
本
格
的
に
多
く
勅
令
格
式
形
式
を
取
り
始
め
る

の
は
、
徽
宗
期
で
あ
る
。
一
方
普
通
法
分
野
に
目
を
向
け
れ
ば
、
勅
の
篇
目
が

律
一
二
篇
に
則
し
て
い
る
の
が
確
認
で
き
る
の
は
哲
宗
元
符
と
徽
宗
政
和
の
海

行
勅
令
格
式
か
ら
で
あ
る
し
、
令
も
ま
た
、
宋
令
篇
目
が
現
れ
る
の
は
ほ
ぼ
徽

宗
崇
寧
で
あ
る
。
ま
た
本
稿
で
は
論
じ
及
ば
な
か
っ
た
も
の
の
、
徽
宗
期
に
は

新
条
文
が
有
司
に
よ
っ
て
随
時
立
法
さ
れ
、
同
時
に
既
存
法
典
に
振
り
分
け
ら

れ
る
と
い
う
新
た
な
立
法
方
式
が
始
動
し
て
お
り
、
ま
た
筆
者
が
現
在
持
つ
印

象
と
し
て
は
、
か
な
り
の
南
宋
法
条
文
は
、
徽
宗
期
か
ら
南
宋
孝
宗
期
に
か
け

て
成
立
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
勅
令
格
式
形
式
の
定
着
や
令
の
宋
令

譜
系
へ
の
移
行
な
ど
南
宋
に
は
定
着
し
て
い
る
新
た
な
法
体
制
は
大
ま
か
に
は
、

神
宗
期
に
開
始
さ
れ
て
い
た
が
実
際
に
徹
底
し
た
の
は
徽
宗
期
で
あ
っ
た
、
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
そ
の
根
拠
の
一
つ
と
な
る
本
稿
諸
表
は
、
あ
く

ま
で
現
存
記
録
に
基
づ
い
た
も
の
だ
し
、
ま
た
上
述
の
所
見
を
損
な
う
ほ
ど
で

は
な
い
と
思
わ
れ
る
に
せ
よ
、〔
表
２
〕
に
は
親
法
典
か
子
の
法
律
か
、
あ
る

い
は
編
集
の
み
か
頒
降
に
至
っ
た
も
の
か
確
定
し
得
な
い
も
の
も
含
ま
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
限
界
に
加
え
て
、
神
宗
期
と
徽
宗
期
の
関
係
、
ま
た
神
宗
の
統

治
思
想
を
考
え
る
な
ら
ば
そ
れ
は
法
制
分
野
だ
け
で
は
な
く
、
官
僚
制
を
は
じ

め
と
し
た
他
分
野11

を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
は
不
可
欠
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ

は
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

（（ 

北
宋
後
期
の
官
僚
制
を
め
ぐ
り
宮
崎
聖
明
氏
は
、
徽
宗
期
の
官
僚
制
に
元
豊
官
制
の
遵

守
、
新
制
度
の
創
設
と
い
う
二
側
面
が
あ
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
（『
宋
代
官
僚
制
度
の
研

究
』
北
海
道
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
、二
一
三
頁
）。
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表
２

　
北

宋
特

別
法

一
覧

〕

勅
令

格
式

建
隆

3.12.庚
子

「
捕

盗
令

」、
宋

1。
-------------------

「
礼

令
」、

輿
1-16,4.8.13。

3.10癸
巳

「
循

資
格

」
1、「

長
定

格
」

1、 
「

編
勅

格
」

1、
長

3。

乾
徳

2.1.甲
申

（
重

詳
定

）「
循

資
格

」、
長

5。
2.1.甲

申
「

四
時

聴
選

式
」、

宋
1。

「
品

式
」、

儀
5-1,2.9.12。

開
宝

1.3.庚
寅

「
県

令
尉

捕
盗

令
」、

宋
2、

長
9。

4.7.戊
午

（
復

）「
内

侍
養

子
令

」、
宋

2。
「

開
宝

長
定

格
」

3、
藝

、
通

志
65。

3.7.乙
巳

「
報

水
旱

期
式

」、
宋

2。

太
平

興
国

3.2.丁
巳

「
諸

州
録

事
県

令
簿

尉
暦

子
合

書
式

」、
宋

4。
雍

煕
端

拱
淳

化
「

踏
犂

式
」、

玉
178、 

食
1-35,2,3,26。

至
道

咸
平

2.7.30「
三

司
刪

定
編

勅
」（

索
湘

上
）

6、
刑

1-2、
通

志
65。

「
三

司
咸

平
雑

勅
」

12、
通

志
65。

ca.「
諸

路
轉

運
司

編
勅

」
30、

通
志

65。
景

徳
2.9.癸

亥
「

三
司

新
編

勅
」（

丁
謂

上
）

15、
長

61、
玉

66。
2.10.9「

三
司

新
編

勅
」（

林
特

上
）

30、
刑

1-3、
玉

66。
3.1.7「

景
徳

農
田

編
勅

」
5、

宋
173、

刑
1-3。

4.7.5「
刑

名
勅

」、
刑

1-3、
玉

66。

1.7.癸
未

「
用

兵
誅

賞
格

」、
宋

7。
4.8.己

酉
「

宜
州

立
功

将
士

賞
格

」、
宋

7。
4.10.乙

巳
「

考
試

進
士

新
格

」、
宋

7。
ca.「

貢
挙

新
格

」、
文

恭
集

40。

2.1.戊
寅

「
踏

犂
式

」、
宋

7、
玉

178。
4「

考
校

進
士

程
式

」、
宋

155。

祥
符

ca.「
諸

路
転

運
司

編
勅

」
30、

藝
、

通
志

65。
ca.「

礼
部

考
試

進
士

勅
」

1、
藝

。
-------------------

「
祠

祭
令

」、
礼

14-15,4.8.22。
2.4.26「

諸
州

天
慶

節
道

場
斎

醮
儀

式
」、

礼
57-28。

-------------------
「

品
式

」、
儀

5-8,5.9.12。
天

禧
1.6.10「

在
京

三
司

勅
」

12、
刑

1-4、
長

90、
玉

66。
4.2.9「

一
州

一
県

新
編

勅
」

50、
刑

1-4、
玉

66。
4.11.17「

刪
定

一
司

一
務

編
勅

」
30、

刑
1-4、

玉
66。

2.3.丁
巳

「
景

霊
宮

祠
令

」、
長

57。
ca.「

玉
清

昭
応

宮
令

式
」、補

,（
上

清
儲

祥
宮

）。

乾
興

ca.「
限

田
令

」、
宋

302、
玉

20。
天

聖
5.10.己

丑
「（

新
定

）
五

服
勅

」、
宋

9、
藝

、
九

朝
備

要
9。

ca.「
挙

明
自

首
勅

」
1、

通
志

65。
ca.「

礼
部

考
試

進
士

勅
」

1、
通

志
65。
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勅

令
格

式

明
道

「
一

司
一

務
編

勅
」、

刑
1-5,2.8.27。

景
祐

2.6.24「
一

司
一

務
編

勅
」（

并
目

録
）

44、
宋

10、
刑

1-5。
2.6.乙

亥
「

在
京

勅
」、

宋
10。

5.10.4「
減

定
諸

色
刺

配
刑

名
勅

」
5、

刑
1-5、

通
志

65、
玉

66。

2.5.25「
造

成
今

古
権

量
律

度
式

」、
食

69-14。

宝
元

康
定

-------------------
1.8「

康
定

行
軍

賞
罰

格
」、

宋
291、

玉
141。

慶
暦

7.9丁
酉

「
一

州
一

県
勅

」、
宋

11、
長

161。
3.10.壬

戌
「

新
定

磨
勘

式
」、

宋
11。

-------------------
「

武
部

式
」、

長
132,1.6.丙

寅
。

皇
祐

4.9.8「（
皇

祐
）

一
司

敕
」、

宋
199、

長
286,煕

寧
10.12.壬

午
、

玉
66。

「
皇

祐
審

官
院

勅
」

1、
通

志
65。

「
一

路
敕

」、「
一

州
一

県
勅

」、
宋

199、
玉

66。
-------------------

（「
皇

祐
閤

門
一

司
編

勅
」、

儀
3-27,嘉

祐
6.4.6）。

（「
皇

祐
内

侍
省

一
司

編
勅

」、
儀

3-27,嘉
祐

6.4.6）。
（「

皇
祐

新
編

京
東

一
路

勅
」、

食
70-11,煕

寧
1.10.11）。

至
和

（「
陝

西
編

勅
」、

食
24-1,2.7.19）。

嘉
祐

2.5.癸
未

「
殿

前
馬

歩
軍

司
編

勅
」、

長
185。

3.1.丙
午

「
三

班
院

編
勅

」、
長

187。
「

嘉
祐

審
官

院
編

勅
」

15、
藝

、
玉

66。
-------------------

「
嘉

祐
三

司
編

勅
」、

職
5-28,5.11。

「
軍

馬
勅

」、
宋

193、
7。

2.10.甲
辰

「
嘉

祐
禄

令
」

10、
藝

、
長

186。
4.1.13「

嘉
祐

駅
令

」
3、

藝
、

方
10-14。

治
平

1.4「
新

編
審

官
院

勅
」

15、
職

11-4。
4.12.辛

丑
「

群
牧

司
勅

令
」、

玉
149。

-------------------
「

刑
部

一
司

勅
」、

兵
11-28,4.9.14。

1.11.戊
寅

（
復

）「
内

侍
養

子
令

」、
宋

13。

煕
寧

3.5.庚
戌

「
群

牧
司

編
勅

」
12、

藝
、

長
211、

玉
149。

3「
八

路
差

官
勅

」
1、

長
380,元

祐
1.6.戊

申
、

通
志

65。
4.9.23「

煕
寧

宗
室

葬
勅

」、
帝

5-20。
5.12.庚

辰
「

新
修

審
官

西
院

勅
」

10、
長

241。

1.9.28「
煕

寧
新

定
皇

親
禄

令
」

10、
藝

、
帝

14-18。
3.8.28「

三
司

令
式

」、
食

56-16。
8.6.己

酉
「

宗
室

禄
令

」、
長

265。
「

熙
寧

新
定

諸
軍

直
禄

令
」

2、
藝

。

5.8.17「
詳

定
武

臣
試

格
」、

選
17-13。

6.10.29（
重

修
）「

行
軍

賞
格

」、
兵

18-5。
8「

廃
免

人
叙

格
」、

宋
201。

-------------------

2.12.3「
南

郊
式

」、
職

5-6。
5.2.17「

大
礼

式
」、

礼
25-54。

5.8「
方

田
均

税
（

条
約

并
）

式
」、

長
237。

6.8.乙
亥

「
支

賜
式

」
12、

長
246。
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勅

令
格

式

6.9.4「
一

路
一

州
一

県
一

司
一

務
勅

」、
刑

1-9。
7.3.8「

三
司

勅
式

」
400、

長
251、

玉
186。

7.3.乙
卯

「
八

路
勅

」
1、

藝
、

長
251。

7.3.乙
卯

「
将

作
監

勅
」

5、
藝

、
長

251。
7.3.丙

午
「

煕
寧

新
編

大
宗

正
司

勅
」

8、
藝

、
長

251。
7.6.己

卯
「

在
京

一
司

一
路

一
州

一
県

勅
」、

長
254。

7「
審

官
東

院
編

勅
」

2、
藝

、
職

54-31,宣
和

2.5.25。
8.2.3「

軍
馬

司
編

勅
」、

藝
、

刑
1-9。

8.閏
4.丙

申
「

詳
定

軍
馬

勅
」

5、
藝

、
長

263。
8.11.壬

辰
「

河
北

将
官

勅
」、

長
269。

8.11.乙
亥

「
一

司
一

務
一

路
一

州
一

県
勅

」、
長

270。
9.9.25「

諸
司

勅
式

」
24、

刑
1-10、

玉
66。

9.10.辛
卯

「
一

司
一

務
一

路
一

州
一

県
勅

」、
長

278。
10.1.壬

申
「

軍
馬

司
編

勅
」、

藝
、

長
280。

10.2.27「
諸

司
勅

令
格

式
」（

翰
林

医
官

院
5等

）
12、藝

、
刑

1-11、
玉

66。
10.7.乙

丑
「

煕
寧

五
路

義
勇

保
甲

勅
」

5、
藝

、
長

283。
10.8.3「

貢
挙

勅
式

」
11、

刑
1-11。

10.11.4「
諸

司
勅

格
式

」（
龍

図
天

章
宝

文
閣

4等
）30、藝

、
刑

1−
11、

玉
66、

長
285（「

勅
令

格
式

」）。
10.12.6「

煕
寧

詳
定

尚
書

刑
部

勅
」

1、
藝

、
刑

1-11。
「

煕
寧

将
官

勅
」

1、
藝

。
「

煕
寧

開
封

府
界

保
甲

勅
」

2（
申

明
1）、

宋
192、

藝
。

「
煕

寧
新

編
常

平
勅

」
2、

藝
、

通
志

65。
「

煕
寧

貢
挙

勅
」

3、
通

志
65。

ca.「
学

士
院

等
処

勅
式

」（
并

看
詳

）
20、

藝
。

ca.「
御

書
院

勅
式

令
」

2、
藝

。
ca.「

律
学

・
武

学
・

勅
、

式
」、

藝
。

-----------------------------------------
「

在
京

海
行

勅
」、

刑
1-10,9.8.16。

「
一

路
常

平
勅

」、
長

274,9.4.丙
午

。
「

在
京

通
用

勅
」、

刑
1-11,10.12.6。

（「
利

州
路

一
州

一
県

勅
」、

長
266,8.7.辛

巳
）。

（「
陝

西
一

路
勅

」、
長

263,8.閏
4.甲

辰
）。

「
明

堂
祫

饗
令

式
」、「

大
遼

令
式

」、「
諸

蕃
進

貢
令

式
」

16、
宋

98、
藝

。
「

行
軍

賞
格

」、
兵

18-4,3.10.25。
「

五
路

教
閲

格
」、

長
276,9.6.辛

卯
。

7.1.庚
戌

「
弓

式
」、

長
249。

8.閏
4.甲

寅
〜

9.3.戊
寅

「
内

諸
司

式
」（

向
宗

儒
、

沈
括

、
張

誠
一

修
）、

長
263、

269、
273。

8.6.23「
一

州
一

路
会

計
式

」、
食

56-20、
玉

186。
9.5「

太
医

局
式

」、
職

22-37。
10.4.2「

煕
寧

葬
式

」、
刑

1-9,7.9.2。
「

将
作

監
式

」
5、

藝
。

「
煕

寧
支

賜
式

」
1、

通
65。

「
煕

寧
新

定
孝

贈
式

」
15、

藝
。

「
煕

寧
新

定
節

式
」

2、
藝

。
「

随
酒

式
」

1、
藝

。
「

煕
寧

新
定

時
服

式
」

6、
藝

。
「

煕
寧

新
定

祈
賽

式
」

2、
藝

。
「

南
郊

式
」、「

大
礼

式
」、「

祀
賽

式
」、「

齋
醮

式
」、「

葬
式

」、「
孝

贈
式

」、
宋

98。
-------------------

（「
煕

寧
貢

挙
式

」、
選

17-19,紹
聖

3.4.12）。
「

学
士

院
式

」
10、

職
6-51,

10.10.3。
「

煕
寧

新
式

」、
宋

124。
「

閤
門

擡
賜

式
」、「

支
賜

式
」、「

支
贈

式
」、「

問
疾

澆
奠

支
賜

式
」、「

御
厨

食
式

」、「
炭

式
」、

刑
1-10,9.9.25。

「
煕

寧
詳

定
諸

色
人

厨
料

式
」

1、
藝

。
「

煕
寧

新
修

凡
女

道
士

給
賜

式
」

1、
藝

。
「

煕
寧

歴
任

儀
式

」
1、

藝
。

ca.「
馬

逓
鋪

特
支

式
」

2、
藝

。
ca.「

官
馬

俸
馬

草
料

等
式

」
9、

藝
。

元
豊

1.3.23「
学

士
院

龍
図

天
章

宝
文

閣
等

処
勅

令
式

」、
刑

1-11。
1.9.6「

元
豊

新
定

在
京

人
従

勅
令

式
」

3、
藝

、
刑

1-11。
2.9.29「

元
豊

教
令

式
」

15、
職

26-12。
間

「
明

堂
祫

饗
大

礼
令

式
」

393、
藝

。
1.10「

在
京

校
試

諸
軍

技
藝

格
」、

長
293,1.10庚

戌
。

1.12.23「
大

小
使

臣
呈

試
弓

馬
藝

業
出

官
試

格
」、

選
25-11。

（
1.2.丁

亥
「

宗
室

外
臣

葬
式

」、
長

288）。
2.6.己

未
「

高
麗

入
貢

儀
式

」（
条

令
）

30、
藝

、
長

298。
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勅

令
格

式

1.10.4「
武

挙
勅

式
」、

刑
1-11。

1.10.13「
元

豊
司

農
勅

令
式

」（
蔡

確
）

17、
藝

、
刑

1-11、
長

293。
2.3.辛

卯
「

元
豊

将
官

勅
令

」
12（「

府
界

京
東

西
路

将
勅

」、
「

河
北

路
将

勅
」、「

河
東

路
将

勅
」、「

河
南

路
将

勅
」、「

陝
西

五
路

将
勅

」、「
通

用
勅

」）、
藝

、
長

297、
長

339,6.9.戊
申

、
長

407,元
祐

2.11.丙
辰

。
2.4.癸

卯
「

茶
場

一
司

勅
」、

長
297。

2.5.12「
茶

法
勅

式
」、

刑
1-11。

2.6.24「
諸

司
勅

式
」（

安
燾

）
40、

刑
1−

12、
玉

66。
2.8.12「

入
内

内
侍

省
勅

式
」、

職
36-17。

2.8.29「
国

子
監

一
司

勅
式

」、
職

28-9。
2.9.29「

元
豊

司
農

勅
令

式
」

15、
刑

1-12、
長

300、
玉

66、
通

志
65。

2.11.12「
審

官
東

院
勅

令
式

」、
選

23-3。
2.12.6（

重
修

）「（
御

史
台

）
一

司
勅

」、
職

55-
9,2.12.6。
2.12.18「

国
子

監
勅

式
令

」（
并

学
令

）、
職

28-9、
長

301。
3.2.1「

司
農

寺
勅

式
」（

勅
1、

式
1）、

藝
、

職
26-13。

3.6.18 「
武

学
勅

令
格

式
」

1、
藝

、
刑

1-12。
4.7.己

酉
「

軍
器

監
勅

」、
長

314。
4.12.9「

元
豊

江
淮

湖
浙

路
塩

勅
令

賞
格

」
6（

勅
令

格
4、

目
録

2）、
藝

、
食

24-21、
通

志
65。

5.4.3「
都

提
挙

市
易

司
勅

」（
并

釐
正

、
看

詳
）

21、
刑

1-12、
藝

。
5.9.辛

丑
「

景
霊

宮
供

奉
勅

令
格

式
」

60、
宋

98、
藝

、
長

329。
5.12.11「

六
曹

勅
令

」、
職

56-14。
7.6.庚

申
「

保
甲

養
馬

勅
」、

長
346。

初
「

元
豊

戸
部

勅
令

格
式

」
1部

、
藝

。
間

「
宗

室
外

臣
葬

勅
令

式
」

92、
宋

98、
藝

。
間「

貢
挙

医
局

龍
図

天
章

宝
文

閣
等

勅
令

儀
式

」（
及

看
詳

）
410、

藝
。

「
元

豊
新

修
吏

部
勅

令
式

」
15、

藝
、

玉
117。

「
国

子
監

勅
令

格
式

」
19、

藝
。

ca.「
儀

礼
勅

令
格

式
」、

宋
98。

-------------------
「

貢
挙

新
勅

」、
長

291,1.8.癸
丑

。

「
元

豊
新

修
国

子
監

大
学

小
学

元
新

格
令

」
（

格
10令

13）、
藝

。
ca.「

皇
親

禄
令

」（
并

釐
修

勅
式

）
340、

藝
。

（
元

豊
〜

元
符

）「
国

子
監

支
費

令
式

」
1、藝

。
-------------------

（「
元

豊
太

学
令

」、
宋

165）。
（「

元
豊

度
支

令
」、

刑
1-17,紹

聖
4.12.3）。

「
枢

密
院

令
」、

職
1-38,宣

和
4.8.20。

「
知

大
藩

府
禄

令
」、

職
54-7,6.4.18。

「
在

京
通

用
令

」、
職

56-15,7.11.26。
「

寺
監

庫
務

通
用

令
」、

職
56-22,7.11.26。

「
儀

注
令

」、
儀

4-9,5.9.23。
「（

閤
門

）
儀

令
」、

長
355,8.4.己

丑
。

「
元

豊
礼

部
令

」、
選

3-54,元
祐

8.3.13。
「

元
豊

儀
令

」、
長

500,元
符

1.7.辛
亥

。
「

元
豊

大
礼

令
式

」、
刑

1-16,紹
聖

2.4.9。
「

元
豊

恤
孤

幼
令

」、
宋

18,紹
聖

3.2.辛
未

。
「

元
豊

貢
挙

令
」、

選
16-4,紹

興
4.6.14。

「
元

豊
義

倉
令

」、
食

53-21,政
和

1.1.22。
（「

諸
司

令
式

」、
刑

1-11,1.3.23）。
「

西
京

令
」、

礼
39-10,6.5.7。

「
考

功
（

元
豊

）
令

」、
職

54-32,宣
和

2.6.3。

2.8.24「
司

封
考

功
格

式
」、

刑
1-14。

2.10.庚
戌

「
秋

試
諸

軍
賞

格
」、

宋
15。

3.9.16「
以

階
易

官
寄

禄
格

」、
宋

114、
職

56-2。
5.7.24「

選
官

格
」、

選
25-11。

7「
開

封
六

曹
官

制
格

」、
職

56-22,紹
聖

2.7.25。
「

元
豊

賞
格

」
5、

通
志

65。
「

元
豊

選
格

」、
宋

158、
選

23-5,紹
聖

1.4.21。
-------------------

「
吏

部
格

」、
長

334,6.3.丁
酉

。
「

元
豊

新
令

賞
格

」、
帝

5-6,7.8.23。
「

元
豊

刑
部

格
」、

職
15-13,元

祐
4.10.23。

「
元

豊
選

格
」、

選
23-5,紹

聖
1.4.21。

「
元

豊
官

制
格

」、
職

56-30,大
観

4.8.11。
「

元
豊

材
武

格
」、

選
29-2,政

和
2.8.29。

「
尚

書
吏

部
司

勳
格

」、
食

51-41,政
和

3.10.17。
「

元
豊

塩
賞

格
」、

食
26-4,紹

興
2.2.5。

3.1.27「
南

郊
増

損
式

」、
長

302、
玉

93。
5.6.13「

制
授

勅
授

奏
授

告
身

式
」、

職
11-67。

「
講

筵
式

」、
長

298,2.6.辛
酉

。
「

公
式

」
2、

藝
、

食
1-4,4.7.7。

間
「

高
麗

女
真

排
辨

式
」

1、
藝

。
「

新
修

（
尚

書
）

吏
部

式
」

3、
藝

、
玉

117。
-------------------

「
工

部
式

」、
長

337,6.7.辛
酉

。



─  68  ─

	 青山学院大学文学部紀要　第 64 号 24
勅

令
格

式

「
元

豊
貢

挙
勅

」、
選

3-55,紹
聖

1.9.11。
「

六
察

勅
」、

職
17-13,6.5.19。

「
元

豊
官

制
勅

令
格

式
」、

職
56-49,宣

和
2.8.27。

元
豊

5
〜

8「
市

易
勅

」、
宋

320。
元

祐
1.3.25「

吏
部

四
選

勅
令

格
式

」、
刑

1-1、
藝

。
1.4.8「

元
豊

尚
書

戸
部

度
支

金
部

倉
部

勅
令

格
式

」、
刑

1-13。
1.6.11「

常
平

免
役

令
勅

」、
刑

1-17。
1.8.12「

度
支

大
礼

賞
賜

勅
令

格
式

」、
刑

1-14。
3.8.辛

卯
「

河
南

北
監

牧
司

編
勅

」、
長

413。
5.10.26「

将
官

勅
」、

長
449、

玉
139。

6.2.13「
冬

教
保

甲
勅

」、
兵

2-37。
6.5.29「

元
祐

諸
司

庫
務

勅
令

格
式

」
206冊

、
刑

1-15、
長

458、
藝

。
6.閏

8.26「
河

南
北

監
牧

司
勅

令
」、

選
28-24。

初
「

六
曹

勅
令

格
式

」
1000、

藝
。

「
元

祐
貢

挙
勅

」
3、

通
志

65。
-------------------

（「
倉

（
部

）
勅

」、
長

377,元
祐

1.5.壬
戌

）。
「

元
祐

貢
挙

勅
令

」、
選

3−
55,1.6.15。

「
元

祐
差

役
勅

」、
食

65-62,6.8.23、
長

407,2.12.壬
寅

。
「

私
役

禁
軍

勅
」、

長
469,7.1.戊

申
。

-------------------
「

元
祐

職
官

令
」、

職
6-12,紹

興
1.12.3。

「
元

祐
大

理
寺

令
」、

長
454,6.1.甲

申
。

「
刑

部
令

」、
長

415,3.10.癸
酉

。
「

閤
門

儀
令

」、
長

370,1.閏
2.壬

子
。

「
主

客
令

」、
職

13-7,6.7.12。
「

度
支

押
令

」、
長

464,6.8.庚
戌

。
「

宗
正

寺
令

」、
長

477,7.9.甲
午

。
（「

大
礼

令
」、

礼
25-16,4.9.18）。

-------------------
「

兵
部

格
」、

職
13-46,元

祐
6.7.12。

（「
六

曹
通

用
格

」、
刑

1-13,1.4.2）。

黄
廉

｢大
礼

式
｣

20、
藝

。
-------------------

「
左

選
式

」、
長

480,8.1.丙
申

。

紹
聖

3.6.8「
常

平
免

役
勅

令
」、

食
14-10。

3.8.2「
貢

挙
勅

令
格

式
」、

刑
1-17。

3.12.甲
戌

「
新

修
太

学
勅

令
式

」、
宋

18。
4.1.1「

紹
聖

新
修

太
学

勅
令

式
」

23冊
、

刑
1-17,3.12.18。
ca.「

諸
路

州
県

勅
令

格
式

」（
并

一
時

指
揮

）
13冊

、
藝

。
-------------------

（「
貢

挙
勅

」、
選

3-56,2.12.23）。
「

紹
聖

常
平

免
役

勅
令

格
式

」、
食

14-13,1.8.2。
「

紹
聖

軍
馬

司
勅

例
」、

職
54-30,政

和
3.10.29、

刑
1-17,元

符
1.4.29。

間
「

諸
陵

薦
献

礼
文

儀
令

格
式

」（
并

例
）

151冊
、

藝
。

1「
招

禁
軍

官
員

賞
格

」、
宋

193。
初

「
銓

試
格

」、
宋

158。
「

紹
聖

馬
司

格
」、

職
54-29,政

和
3.10.29。

-------------------
「

司
封

格
」、

職
9-4,4.4.12。

「
転

員
旁

通
格

」、
宋

196,5.8。

元
符

1.4.29「
詳

定
刪

修
軍

馬
司

勅
例

」、
刑

1-17。
-------------------

「
新

修
国

信
勅

令
」、

職
36-40,2.6.18。

「
成

都
府

利
州

陝
西

路
并

提
挙

茶
事

司
勅

」、
食

30-31, 
2.3.27。

2.7.己
酉

「
北

郊
令

式
」、

長
512。

-------------------
「

六
曹

通
用

令
」、

食
56-31,2.11.25。

1.10.己
亥

「
巡

教
使

臣
罰

格
」、

宋
195、

長
503。
-------------------

「
元

符
雑

格
」、

食
30-34,崇

寧
2.8.11。

-------------------
「

成
服

儀
式

」、
長

520,3.1.甲
申

。
「

大
礼

儀
式

」、
礼

14-121,3.4.2。
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勅

令
格

式

靖
国

1.3.17「
紹

聖
続

修
律

学
勅

令
格

式
」（

看
詳

、
浄

条
）

12冊
、

藝
、

崇
3-10。

1.3.17「
紹

聖
続

修
武

学
勅

令
格

式
」（

看
詳

、
浄

条
）

18冊
、

藝
、

崇
3-31。

-------------------
「

一
路

等
勅

令
」、

刑
1-21,1.8.26。

1.6.30「
闘

殺
情

理
軽

重
格

」、
刑

1-20。

崇
寧

2.5.6「
諸

路
州

県
学

勅
令

格
式

」（
并

一
時

指
揮

）、
崇

2-10。
3.2.29「

崇
寧

殿
中

省
提

挙
所

六
尚

局
供

奉
庫

勅
令

格
式

」
（

并
看

詳
）

60、
職

19-9。
3.6.11「

崇
寧

国
子

監
算

学
書

画
学

勅
令

格
式

」、
藝

、
崇

3-1.13-3。
「

崇
寧

通
用

貢
挙

勅
」、

選
5-4,淳

煕
5.1.19。

「
宗

子
大

小
学

勅
令

格
式

」
15冊

、
藝

。
-------------------

「
崇

寧
宮

学
勅

」、
帝

5-19,4.4.12。
「

崇
寧

将
官

勅
」、

兵
5-14,大

観
4.閏

8.10。

-------------------
（「

崇
寧

貢
挙

令
」、

選
16-2,建

炎
4.5.21）。

（「
崇

寧
貢

挙
通

用
令

」、
選

4-3,2.6.8）。
「

崇
寧

御
史

貢
挙

令
」、

選
8-41,紹

興
5.8.9。

「
崇

寧
在

京
通

用
令

」、職
4-16,政

和
5.12.15。

「
吏

部
尚

書
左

選
令

」、
選

28-28,1.3.28。
「

外
宗

正
司

令
」、

職
20-34,3.9.29。

「
崇

寧
内

外
宮

学
令

」、
帝

5-20,4.12.2。
「

崇
寧

牧
馬

令
」、

兵
21-30,大

観
1.2.25。

「
崇

寧
方

田
令

」、
食

4-10,政
和

2.10.27。
「

支
賜

令
」、

職
43-90,大

観
1.9.13。

3.10.18「
龍

図
天

章
宝

文
顕

謨
閣

学
士

蔭
補

推
恩

格
」、

刑
1-22。

-------------------
「

応
注

材
武

格
」、

選
25-12,1.12.20。

「
薦

挙
格

」、
職

8-6,3.7.21。

-------------------
（「

崇
寧

貢
挙

通
用

式
」、 

選
4-3,2.6.8）。

大
観

1.7.28「
大

観
馬

逓
鋪

勅
令

格
式

」
30、

刑
1-23。

3.4.8「
大

観
重

修
小

学
勅

令
格

式
」（

申
明

、一
時

指
揮

）、
崇

2-1。
3.4.8「

大
観

重
修

国
子

監
大

学
辟

廱
并

小
学

勅
令

格
式

」
（

申
明

、
一

時
指

揮
、

目
録

、
看

詳
）

168冊
、

藝
、

職
28

-18。
4.閏

8.18「
宗

子
大

小
学

勅
令

格
式

」（
申

明
、

一
時

指
揮

、
対

修
勅

、
令

）
21冊

、
刑

1-24。
ca.1「

大
観

新
修

諸
路

州
県

学
勅

令
」、

崇
2-17,2.5.16。

「
大

観
新

修
内

東
門

司
応

奉
禁

中
請

給
勅

令
格

式
」、

藝
。

-------------------
「

尚
書

六
曹

寺
監

通
用

勅
令

」、
刑

1-36,紹
興

3.9.18。
「

大
観

六
曹

寺
監

通
用

勅
令

」、
刑

1-36,紹
興

3.9.18。
「

大
観

尚
書

六
曹

寺
監

通
用

勅
令

」、
刑

1-36,紹
興

3.9.18。
「

大
観

尚
書

六
曹

寺
監

庫
務

通
用

勅
」、

刑
4-45,紹

興
4.3.20。

「
大

観
内

外
宗

子
学

勅
令

格
式

」、
刑

1-24,大
観

4.閏
8.18。

「
大

観
諸

路
上

供
銭

物
続

降
勅

令
」、

食
51-41,政

和
3.10.17。

「
大

観
学

制
勅

令
格

式
」

35、
通

志
65。

「
大

観
走

馬
勅

」、
職

41-127,4.2.16。

-------------------
「

景
霊

宮
令

式
」、

礼
13-6,1.5.30。

（「
大

観
尚

書
六

曹
通

用
令

」、
職

3-32,紹
興

1.2.16）。
「

中
書

吏
部

考
功

令
」、

職
56-28,2.3.15。

「
茶

司
令

」、
職

43-89,1.2.3。
「

大
観

榷
茶

司
令

」、
職

43-95,政
和

3.8.13。
「

大
観

学
令

」、
崇

2-12,2.3.24。
「

大
観

重
修

大
礼

令
格

」、
礼

25-18,紹
興

1.6.25。
「

小
学

令
」、

崇
2-23,政

和
4.6.25。

「
太

学
辟

廱
諸

路
州

学
通

用
令

」、
職

28-18,2.5.20。
「

太
学

辟
廱

通
用

令
」、

職
28-18,2.5.20。

「
大

観
重

修
武

学
令

」、
崇

3-32,政
和

1.8.28。
「

転
運

司
令

」、
職

43-89,1.2.3。
「

諸
路

州
学

令
」、

職
28-18,2.5.20。

2（
3.9.11）「

禄
格

」、
宋

172、
職

57-54。
中

「
旁

通
格

式
」、

職
43-9,政

和
7.11.3。

「
大

観
告

格
」

1、
藝

。
-------------------

「
諸

路
州

学
教

授
考

課
格

」、
職

59-
15,4.5.11。

「
大

観
寺

監
通

用
釐

正
侍

郎
右

選
格

」、
職

27-31,紹
興

13.9.13。
「

大
観

重
修

国
子

監
小

学
格

」、
崇

2-1,政
和

4.12.4。
「

太
学

辟
雍

通
用

格
」、

職
28-18,2.5.20。

-------------------
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勅

令
格

式

「
都

大
提

挙
成

都
府

等
路

榷
茶

司
（

本
司

）
令

」、
職

43-90,1.9.13。
政

和
2.5.丁

卯
「

政
和

続
編

諸
路

州
県

学
勅

令
格

式
」

18、
藝

、
崇

2-10,2.5.16。
3.2.7「

殿
中

省
六

尚
供

奉
勅

令
」、

刑
1-27。

4.2.6「
翰

林
院

勅
令

格
式

」、
職

6-52。
6.閏

1.29「
政

和
勅

令
（

格
）

式
」

903、
刑

1-29、
藝

。
6.6.5「

政
和

重
修

国
子

監
律

学
勅

令
格

式
」

100、
刑

1-29。
6.6.13「

政
和

新
修

御
試

貢
士

勅
令

格
式

」
159、

刑
1-29。
7.5.27「

夏
祭

勅
令

格
式

」、
刑

1-29。
7.12.28「

高
麗

勅
令

格
式

例
」

240冊
、

刑
1-30。

間
「

宗
祀

大
礼

勅
令

格
式

」、
藝

。
「

政
和

新
修

貢
士

勅
令

格
式

」
51、

藝
。

「
政

和
続

附
紹

聖
常

平
免

役
勅

」、
食

26-29,紹
興

12.10.28。
-------------------

「
政

和
銭

法
勅

」、
職

43-132,5.2.18。
「

諸
路

上
供

勅
」、

食
51-42,3.10.17。

「
政

和
殿

中
省

通
用

勅
」、

礼
45-16,5.9.12。

「
高

麗
入

貢
勅

」、
蕃

4-104,8.10.17。

「
吏

部
四

選
通

用
令

」、
選

24-3。
「

政
和

禄
令

格
」（

等
）

321冊
、

藝
。

-------------------
「

礼
部

貢
挙

令
」、

選
4-6,1.4.25。

「
保

甲
令

」、
兵

2-40,3.9.9。
「

政
和

銭
法

令
」、

職
43-132,5.2.18。

「
大

宗
正

司
（

本
司

）
令

」、
帝

5-26,7.3.2。
「

支
賜

令
格

」、
帝

2-28,8.閏
9.21。

「
宗

室
節

度
使

令
格

」、
帝

2-28,8.閏
9.21。

1.4.24「
私

茶
賞

格
」、

食
30-38。

6.6.4「
中

書
省

官
制

事
目

格
」

120、
藝

、
職

56-44。
7「

旁
通

格
」、

宋
179。

間
「

回
授

格
」、

宋
159。

ca.「
尚

書
省

官
制

事
目

格
」（

参
照

巻
）

67冊
、

藝
。

ca.「
門

下
省

官
制

事
目

格
」（

并
参

照
巻

、
旧

文
浄

条
、

釐
析

総
目

、
目

録
）

72冊
、

藝
。

-------------------
（「

政
和

禄
格

」、
刑

1-37,紹
興

6.9.21）。
「

政
和

賞
格

」、
刑

2-66,6.6.11。
「

政
和

都
官

格
」、

職
24-36,紹

煕
9.12.13。

「
政

和
重

修
吏

卒
格

」、
職

54-29,3.10.29。
「

政
和

諸
路

歳
貢

六
尚

局
格

」、
食

41-
43,5.12.25。

「
尚

書
度

支
事

目
格

」、
食

51-38,2.6.30。
「

夏
祭

大
礼

格
」、

礼
26-5,4.4.26。

（「
大

礼
格

」、
宋

100,3）。
「

政
和

保
甲

格
」、

兵
1-12,6.12.7。

（「
政

和
続

附
常

平
格

」、宋
96,靖

康
1.8.辛

丑
）。

「
政

和
編

配
格

」、
宋

201。

1.11.17「
編

定
六

尚
供

奉
式

」
200冊

、
職

19-10、
藝

。

重
和

「
儀

令
」、

補
「

籍
田

」
1.12.27。

宣
和

1.8.24「
明

堂
勅

令
格

式
」

1206冊
、

藝
、

刑
1-32。

初
「

接
送

高
麗

勅
令

格
式

」、
藝

。
初

「
奉

使
高

麗
勅

令
格

式
」、

藝
。

初
「

両
浙

福
建

路
勅

令
格

式
」、

藝
。

初
「

明
堂

大
饗

視
朔

頒
朔

布
政

儀
範

勅
令

格
式

」、
藝

。
「

宣
和

軍
馬

司
勅

令
」（

勅
13、

令
1）、

直
齋

書
録

解
題

7。
-------------------

（「
審

官
東

院
勅

」、
職

11-28,2.9.4）。

-------------------
「

職
田

令
」、

職
58-19,1.6.5。

「
宣

和
重

修
大

礼
令

格
」、

礼
25-19,紹

興
1.6.25。

「
開

封
府

令
」、

刑
1-31,1.10.3。

「
歳

令
」

4冊
、

礼
24-84,4.2.14。

「
朔

令
」

51冊
、

礼
24-84,4.2.14。

3.2.14「
入

内
内

侍
省

伝
宣

撫
問

使
臣

格
」、

方
10-36。

-------------------
「

監
司

考
課

格
式

」、
職

59-18,6.1.13。

靖
康
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〔表４　北宋海行令篇目〕
唐令篇目（A） 唐令/慶元令篇目（B） 慶元令篇目（C）

建隆 「考課令」
職59-1,3.11.10｡

乾徳 「楽令」
楽4-12,4.10.19｡

開宝 「喪葬令」
礼37-27,8.10｡

興国
淳化 「官品令」

帝2-7,5.2.27。
咸平 「喪葬令」

礼41-6,1.9.3｡
「田令」

職58-2,2.7｡
景徳
祥符 「鹵簿令」

宋150,4｡
「公式令」

儀3-10,9.1.23｡

「官品令」
儀3-8,1.8.14 ｡

「仮寧令」
儀13-31,1.11.24｡

天聖 「衣服令」
輿4-5,3｡

「天聖衣服令」
礼2-38,紹聖3.6.27｡

「戸令」
食63-171,1.7｡
「天聖喪葬令」

宋史124｡
景祐 「祠令」

礼28-53,1.10.6｡
（「職制令」職制律の誤。

礼36-10,2）。
康定 「衣服令」

輿4-11,2.10｡
「鹵簿令」

輿1-15,1.9.7｡

「官品令」
輿4-11,2.10｡

治平 「封爵令」
儀3-31,4.閏3.19｡

熙寧 「戸令」
職20-56,3.6.18｡

「封爵令」
礼36-4,8.閏4｡

元豊 「国朝衣服令」
輿4-19,1.11.2｡
「元豊公式令」

刑1-15,元祐5.1.23｡
「国朝祠令」

礼2-1,3｡

「学令」
職28-9,2.12.18｡

「元豊学令」
職28-14,元符3.12.21｡

「元豊考課令」
職59-10,元祐2.5.18｡

「元豊仮寧令」
長374,元祐1.4.辛卯｡

「元豊薦挙令」
選28-19,元祐1.11.4｡

元祐 「元祐公式令」
長465,6.閏8｡

「元祐官品令」
職7-18,治平4.6.11｡

元符 「元符考課令」
職59-13,崇寧4.9.1｡

崇寧 「薦挙令」
選28-28,1.3.28｡

「選試令」
職61-17,2.2.8｡
「崇寧方田令」

食4-11,政和2.10.27｡
大観 「大観学令」

崇2-12,2.3.24｡
「選試令」*

選25-13,政和1.10.17｡
政和 「政和官品令」

職56-47,重和1.11.16｡
「政和軍防令」

刑7-28,靖康1.2.27｡
「政和田令」

職58-21,宣和3.7.24｡

「政和封贈令」
儀10-18,4.4.14｡
「政和職制令」

刑2-75,宣和1.5.14｡
「政和断獄令」

礼57-23,4.11.14｡
「政和賞令」

食51-41,3.10.17｡

本表は一部を除き、『宋会要』によっている。
*　大観元年春頒。 


